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第
四
節

：

新
し
い
分
析
方
法
へ
の
転
換
の
必
要
性

　
　

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

：

本
稿
の
目
的

朝
鮮
半
島
の
「
分
断
」
と
と
も
に
出
発
し
た
韓
国
の
民
主
主
義
は
、
支
配
勢
力
に
よ
る
危
機
状
況
の
克
服
、
つ
ま
り
「
反
共
主
義
＝

民
主
主
義
」
と
い
う
統
治
理
念
に
よ
っ
て
、
李
承
晩
長
期
政
権
及
び
軍
部
権
威
主
義
体
制
と
い
う
形
で
、
そ
の
本
質
が
歪
曲
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
民
主
主
義
に
対
す
る
国
民
の
要
望
も
微
弱
で
あ
り
な
が
ら
、
続
け
ら
れ
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
「
八
七
年

民
主
化
」
と
い
う
形
に
結
集
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
「
八
七
民
主
化
」
を
、
韓
国
の
民
主
主
義
が
八
七
年
に
至
っ
て
、「
分
断
」

と
い
う
状
況
下
で
も
「
競
争
」
と
「
参
加
」
と
い
う
要
素
を
伴
っ
た
選
挙
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
、
真
の
民
主
主
義
へ
の
発
展
の
可
能

性
を
切
り
開
い
た
重
大
な
「
転
換
点
」
と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
。
本
稿
は
、
韓
国
の
政
治
発
展
を
論
ず
る
際
に
、「
八
七
年
民
主
化
」

と
い
う
事
件
に
注
目
す
る
。
特
に
こ
こ
で
は
、
上
記
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
明
確
に
で
き
る
分
析
方
法
と
し
て
、
何
が
適
切
で
あ
る
か
を

論
ず
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
既
存
の
研
究
動
向
を
整
理
す
る
。  

「
八
七
年
民
主
化
」
に
関
す
る
分
析
方
法
は
、
民
主
化
の
一
般
理
論
の
発
展
と
と
も
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
主

流
と
も
い
わ
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
大
き
く
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
主
に
経
済
成
長
と
社
会
変
化
と
の
関
係
に
着
目
す

る
研
究
、
ア
ク
タ
ー
の
選
択
を
重
視
す
る
研
究
、
歴
史
的
構
造
と
そ
の
制
約
の
下
で
選
択
に
迫
ら
れ
る
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
を
重
視
す

る
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
か
ら
本
稿
は
、
三
つ
の
方
法
論
に
基
づ
い
た
既
存
研
究
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
、
理
論
的
発
展
を
図
っ
て
き
た
か
、
そ
し
て

そ
れ
が
民
主
化
の
一
般
理
論
と
い
か
な
る
繋
が
り
を
有
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
「
八
七
年
民
主
化
」
の
内
実
を
明

確
に
し
て
い
る
か
を
分
析
し
た
上
で
、
こ
の
三
つ
の
研
究
が
交
流
し
う
る
可
能
性
と
と
も
に
「
八
七
民
主
化
」
に
対
す
る
本
稿
の
立
場

を
明
ら
か
に
し
う
る
分
析
視
角
の
必
要
性
を
提
示
す
る
。

　
第
一
章
．
経
済
発
展
の
従
属
変
数
と
し
て
の
「
八
七
年
民
主
化
」

第
一
節
．
近
代
化
理
論
の
理
論
的
背
景
と
発
展
過
程

「
八
七
年
民
主
化
」
に
関
す
る
既
存
研
究
の
中
で
、
第
一
に
経
済
的
発
展
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ
が
社
会
全
般
に
及
ぼ
す
影
響
に

着
目
す
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
発
展
が
国
民
の
所
得
水
準
を
上
昇
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
高
い
質
の
教
育
を
身
に
つ
け
た

中
間
階
層
が
増
加
し
た
点
に
注
目
し
、「
八
七
年
民
主
化
」
の
決
定
要
因
と
見
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
量
的
な
経
済
指

標
に
基
づ
い
て
「
経
済
発
展
と
政
治
発
展
は
、
正
の
相
関
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
近
代
化
理
論
の
仮
説
を
前
提
と
し
て
い
る
。

民
主
化
に
関
す
る
近
代
化
理
論
は
、
一
国
の
産
業
化
︵industrialization

︶、
都
市
化
︵urbanization

︶、
富
︵w

ealth

︶、
お
よ
び
教

育
︵education

︶
な
ど
の
四
つ
の
経
済
的
指
標
と
政
治
発
展
と
の
相
関
関
係
に
基
づ
き
、
民
主
主
義
へ
の
転
換
過
程
を
分
析
す
る
。
こ

の
よ
う
な
近
代
化
理
論
に
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
に
上
記
の
四
指
標
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
近
代
化
理
論
に
は
「
民
主
主
義
へ
の
転
換
」
を
経
済
成
長
と
進
歩
と
い
う
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概
念
に
結
び
付
け
な
が
ら
捉
え
る
点
で
、
機
能
主
義
的(((
な
面
が
あ
り
、
経
済
的
要

因
に
偏
重
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る(((
。
第
二
に
近
代
化
理
論
に
は
、
先
発
資
本
主

義
国
家
が
民
主
主
義
へ
辿
り
着
い
た
経
路
を
、
そ
の
ま
ま
後
発
資
本
主
義
国
家
も

踏
襲
す
る
と
い
う
普
遍
主
義
が
潜
ん
で
い
る(((
。
第
三
に
近
代
化
理
論
に
は
、
一
九

六
〇
年
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
社
会
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ(((
に
基
づ
い
て
い
る
。

以
上
の
特
徴
を
有
す
る
近
代
化
理
論
は
、
Ｗ
・
ロ
ス
ト
ウ
の
研
究
後
、
理
論
的

発
展
の
転
機
を
迎
え
た
。
彼
は
「
五
つ
の
経
済
成
長
段
階(((
」
を
提
示
し
つ
つ
、
経

済
発
展
過
程
の
中
で
政
治
領
域
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
を
段
階
的
に
分
析
す

る
。
彼
は
、
経
済
と
政
治
と
の
関
係
を
「
成
長
段
階
説
は
全
社
会
を
眺
め
る
経
済

学
的
な
見
方
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
、
政
治
・
社
会
組
織
・
文
化
の
世

界
が
経
済
の
上
に
つ
く
ら
れ
、
経
済
か
ら
一
義
的
に
導
き
出
さ
れ
る
単
な
る
上
部

構
造
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い(((
」
と
明
言
し
つ
つ
、
既
存
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学

的
な
見
方
と
の
差
異
を
示
す
。
そ
の
上
、
経
済
的
変
化
が
政
治
的
帰
結
を
も
た
ら

す
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
的
変
化
す
ら
も
政
治
的
帰
結
に
よ
っ
て
、
生
じ
る
と

い
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
「
経
済
か
ら
政
治
へ
」
と
い
う
一
方
的
な
関
係
よ
り
も
、

両
者
を
相
互
作
用
的
な
関
係
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
に
よ

る
「
五
つ
の
成
長
段
階
の
変
化
過
程
」
の
推
移
を
見
る
と
、
む
し
ろ
「
経
済
」
と

「
政
治
」
と
い
う
両
者
の
関
係
を
直
線
的
に
設
定
し
、
政
治
発
展
の
た
め
に
は
、

図－１．構造とアクターの関係 ⑴
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何
よ
り
も
「
経
済
の
成
熟
」
と
い
う
前
提
条
件
的
説
明
に
偏
重
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
Ｗ
・
ロ
ス
ト
ウ
は
各
段
階
へ
の

移
行
過
程
を
説
明
す
る
際
に
、
経
済
が
成
熟
し
て
い
け
ば
、
社
会
は
、
重
大
な
資
源
を
社
会
福
祉
と
社
会
保
障
に
割
り
当
て
る
よ
う
に

な
り
、
福
祉
国
家
の
出
現
を
も
た
ら
す
と
い
う
。

Ｗ
・
ロ
ス
ト
ウ
の
研
究
以
後
、
近
代
化
理
論
は
、
民
主
主
義
の
研
究
に
も
活
用
さ
れ
る
が
、
主
に
リ
プ
セ
ッ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
て
い
っ
た
。
リ
プ
セ
ッ
ト
の
場
合
、
安
定
し
た
民
主
主
義
を
分
別
す
る
た
め
に
、
経
済
発
展
と
い
う
変
数
を
用
い
て
、
そ
れ
ら
が

ど
の
程
度
、
安
定
し
た
民
主
主
義
︵stable dem

ocracy

︶
に
役
立
つ
の
か
を
分
析
す
る(((
。
具
体
的
に
彼
は
「
極
め
て
少
な
い
数
の
貧
困

層
の
あ
る
富
裕
な
社
会
に
お
い
て
の
み
国
民
の
大
部
分
が
知
的
に
政
治
に
参
加
し
、
ま
た
無
責
任
な
扇
動
政
治
家
の
ア
ピ
ー
ル
に
屈

し
が
た
い
」「
多
数
の
貧
困
層
と
少
数
エ
リ
ー
ト
に
分
裂
し
て
い
る
社
会
は
、
寡
頭
制
や
専
制
に
な
り
や
す
い
」
と
い
う
仮
説
に
も
と

づ
い
て
、
富
、
工
業
化
、
都
市
化
、
お
よ
び
教
育
な
ど
の
四
指
標
で
、 

経
済
発
展
の
段
階
と
政
治
体
制
の
変
化
と
の
因
果
関
係
に
着
目

し
、
国
家
の
富
が
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
民
主
主
義
の
維
持
に
有
利
で
あ
る
と
力
説
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
経
済
発
展
と
民
主
主
義

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
を
中
心
に(((
、
各
国
の
経
済
的
指
標
を
計
算
し

た
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
国
家
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
高
い
平
均
数
値
が
産
出
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
導
き
出
し
、
上
述
の
テ
ー
ゼ
に

対
す
る
肯
定
的
根
拠
を
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
上
記
の
テ
ー
ゼ
に
基
づ
き
、
経
済
的
発
展
が
新
し
い
階
層
を
生
み
出
し
、
そ

れ
が
新
し
い
政
治
体
制
を
出
現
さ
せ
る
と
い
う
論
理
で
、
民
主
化
へ
の
転
換
過
程
に
現
れ
る
一
般
的
な
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
に
有

益
な
洞
察
を
提
供
し
た
。

し
か
し
、
彼
の
研
究
は
、
都
市
化
を
除
い
た
三
つ
の
指
標
の
平
均
数
値
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
国
家
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
独
裁
制
国
家
が
上
回
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
当
該
国
が
民
主
主
義
体
制
へ
至
る
た
め
に

は
、
ど
れ
ほ
ど
の
数
値
を
要
す
る
の
か
と
い
う
批
判
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
。
さ
ら
に
彼
は
経
済
発
展
に
よ
っ
て
増
加
さ
れ
た
中
間
階
層
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が
新
し
い
政
治
体
制
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
、
つ
ま
り
経
済
発
展
と
政
治
体
制
の
変
化
と
の
間
の
媒
介
過
程
に
当
て
は
ま
る
ア

ク
タ
ー
の
選
択
と
意
識
変
化
過
程
へ
の
十
全
な
分
析
の
欠
如
と
い
う
課
題
を
残
し
た
。

リ
プ
セ
ッ
ト
の
研
究
後
、
近
代
化
理
論
は
、
Ｐ
・
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
や
Ｄ
・
ノ
イ
バ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
、
経
済
的
指
標
の
取
り
扱
い
方

や
近
代
化
理
論
そ
の
も
の
の
中
心
的
仮
説
な
ど
へ
の
批
判
を
積
み
重
ね
て
発
展
し
て
き
た
。
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト(((
の
場
合
、
一
国
の
政
治
発

展
を
説
明
す
る
際
に
、
当
該
国
の
歴
史
的
背
景
に
潜
む
特
性
や
多
様
性
ま
で
を
考
慮
し
た
指
標
を
提
示
し
て
、
リ
プ
セ
ッ
ト
と
の
差
別

化
を
試
み
た
。
彼
の
指
標
か
ら
見
れ
ば
、
経
済
発
展
と
密
接
に
関
わ
る
「
都
市
化
」
と
「
教
育
シ
ス
テ
ム
」
が
政
治
発
展
と
直
接
的
関

係
に
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
」
を
規
定
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
結
局
こ
れ
は
、
国
家
構
造
の
変
化
を
規
定
す
る
も
の
が

都
市
化
と
教
育
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
す
経
済
発
展
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ノ
イ
バ
ウ
ア
ー
の
場
合
は
、
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト

の
「
社
会
経
済
発
展
と
政
治
発
展
と
の
線
形
的
な
相
関
関
係
」
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
以
下
の
二
点
で
批
判
す

る
。
一
つ
は
、
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
指
標
が
政
治
発
展
と
い
う
よ
り
、
民
主
主
義
の
政
治
発
展
を
測
定
す
る
に
相
応
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
指
標
は
民
主
主
義
の
政
治
発
展
を
十
分
に
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
民
主
主
義
の
政
治

発
展
と
社
会
経
済
発
展
と
の
間
に
は
重
要
な
相
関
関
係
が
な
い((((
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
発
展
に
関
す
る
ノ
イ
バ
ウ
ア
ー

の
指
標
は
、
主
に
選
挙
権
の
あ
る
成
人
人
口
の
比
率
、
代
表
の
平
等
性
、
情
報
の
平
等
性
、
お
よ
び
競
争
と
い
う
項
目
を
取
り
扱
う
こ

と
で
、
二
三
カ
国
の
値
を
算
出
し
、
そ
れ
が
民
主
主
義
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
︵dem

ocratic perform
ance

︶
の
指
標
と
か
み
合
っ
て
い

る((((
と
見
な
す
。
さ
ら
に
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
主
主
義
国
家
が
共
通
の
政
治
的
問
題
を
有
す
る
と
は
い
え
、
各
々
の
国
家
に
社
会
構
成
、

社
会
組
織
の
パ
タ
ー
ン
、
政
治
文
化
、
お
よ
び
政
治
的
葛
藤
の
解
決
の
伝
統
な
ど
の
面
に
お
い
て
、
多
様
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
立
場

を
堅
持
す
る
。
つ
ま
り
、
多
元
主
義
︵pluralism

︶
と
決
定
的
亀
裂
︵cleavage
︶
に
よ
っ
て
特
性
化
さ
れ
た
民
主
主
義
国
は
、
経
済

発
展
の
レ
ベ
ル
が
低
い
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
相
対
的
に
政
治
的
問
題
が
う
ま
く
解
決
さ
れ
る((((
と
い
う
。
し
か
し
、
ノ
イ
バ
ウ
ア
ー
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の
研
究
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
彼
の
研
究
は
、
民
主
化
以
後
の
民
主
主
義
の
政
治
発
展
を
取
り
扱
う
と
い
う
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
プ
セ
ッ
ト
と
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
指
標
は
、「
非
民
主
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
」
を
分
析
し
、
ノ

イ
バ
ウ
ア
ー
の
研
究
範
囲
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
ノ
イ
バ
ウ
ア
ー
は
、
民
主
主
義
の
政
治
発
展
を
規

定
す
る
変
数
と
し
て
民
主
主
義
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
︵dem

ocratic perform
ance

︶
を
取
り
上
げ
る
。
し
か
し
、
良
い
民
主
主
義
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
基
盤
で
あ
る
多
元
主
義
と
決
定
的
亀
裂
は
、
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

を
明
確
に
し
な
い
限
り
、
ノ
イ
バ
ウ
ア
ー
の
研
究
は
「
辛
う
じ
て
、
社
会
集
団
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
お
よ
び
制
度
が
存
続
す
る
貧
困
社
会
と
伝
統
的
社
会
で
は
、
政
治
的
民
主
主
義
の
成
立
や
維
持
が
困
難
で
あ
る((((
」
と
い
う
彼
自

身
の
コ
メ
ン
ト
の
よ
う
に
、
結
局
、
最
初
の
問
題
提
起
と
は
違
っ
て
、
リ
プ
セ
ッ
ト
と
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
基
本
前
提
と
統
計
的
方
法
を

克
服
し
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
う
る
。

以
上
、
近
代
化
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
い
く
つ
か
の
研
究
業
績
を
通
し
て
得
ら
れ
た
一
つ
の
結
論
と
し
て
は
、
経
済
的
発
展
と
民
主

化
と
の
因
果
的
関
係
が
民
主
化
の
一
面
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
経
済
的
指
標
だ
け
で
は
具
体
的
な
移
行
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
節
．
近
代
化
理
論
に
基
づ
い
た
「
八
七
年
民
主
化
」
研
究
と
自
律
的
主
体
へ
の
分
析
の
必
要
性

近
代
化
理
論
の
洞
察
に
も
と
づ
い
て
「
八
七
年
民
主
化
」
を
分
析
す
る
研
究
は
、
そ
の
一
般
理
論
と
い
か
な
る
理
論
的
連
係
を
持
っ

て
、
ど
こ
ま
で
「
八
七
年
民
主
化
」
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
第
一
に
渡
辺
の
研
究((((
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
彼

は
、
近
代
化
理
論
の
中
心
的
仮
説
を
共
有
し
つ
つ
も
、
後
発
国
政
治
の
権
威
主
義
化
の
過
程
を
分
析
の
射
程
に
入
れ
て
い
る
。
彼
は
、
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民
主
化
以
前
の
韓
国
が
強
力
な
国
家
主
導
型
に
よ
る
工
業
化
を
推
進
及
び
維
持
し
て
き
た
過
程
に
着
目
す
る
。
そ
の
上
、
強
力
な
国
家

主
導
型
工
業
化
が
可
能
だ
っ
た
理
由
を
、
南
北
対
立
の
下
の
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
と
見
な
す
。
つ
ま
り
彼
は
、
南
北
対
立
に

よ
る
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
一
九
六
一
年
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
後
、
主
要
政
治
勢
力
と
し
て
浮
上
し
た
軍
部
を
、
威
信
と
力
の
面
で
卓
越

し
た
も
の
に
さ
せ
、
そ
れ
が
軍
部
に
と
っ
て
、
韓
国
を
厳
し
い
貧
困
か
ら
脱
却
さ
せ
る
べ
く
組
織
化
さ
れ
た
官
主
導
型
開
発
路
線
を
推

進
す
る
効
率
的
な
求
心
力
と
な
っ
た((((
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
渡
辺
の
研
究
は
、
近
代
化
理
論
が
見
逃
し
て
い
た
国
家
を
射
程
に
入
れ
て
、
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
成
立
の
動
因
と
維

持
を
分
析
す
る
と
い
う
点
で
、
簡
単
に
近
代
化
理
論
の
範
疇
に
含
め
に
く
い
。
し
か
し
、
民
主
化
の
決
定
要
因
に
関
す
る
分
析
を
見
れ

ば
、
彼
は
「
溶
解
」
と
い
う
用
語
を
使
い
、
権
威
主
義
的
体
制
の
下
で
国
家
主
導
型
の
開
発
戦
略
が
成
功
裏
に
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
権

威
主
義
的
政
治
体
制
が
「
溶
解
」
し
て
い
く
と
主
張
す
る((((
。
そ
の
上
「
溶
解
」
の
直
接
的
要
因
と
し
て
、
大
学
進
学
率
、
中
間
階
層
の

割
合
、
及
び
中
産
階
層
の
意
識
変
化
な
ど
を
取
り
上
げ
、
経
済
発
展
と
民
主
化
と
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
と
え
彼
の
指
標

と
民
主
化
と
の
間
に
は
、
一
定
の
整
合
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
彼
の
研
究
に
は
、
中
間
階
層
が
「
民
主
主
義
へ
の
転
換
」
に
動
機
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
つ
ま
り
彼
自
身
の
指
標
と
民
主
化
と
の
媒
介
に
な
り
う
る
部
分
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
た
と
え

ば
、
彼
は
大
学
進
学
率
に
着
目
し
、
そ
の
う
ち
の
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
非
民
主
的
政
府
と
権
力
に
対
し
て
抵
抗
す
る
国
民
の
権
利
を

憲
法
に
明
示
す
る
こ
と
」
を
強
く
望
ん
で
い
る
と
い
う
世
論
調
査
に
基
づ
い
て
、
結
局
、
所
得
水
準
の
上
昇
、
社
会
階
層
の
多
様
化
が

国
民
統
治
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
反
共
的
民
族
主
義
の
有
効
性
を
侵
食
し
た((((
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
産
階
層
の
意
識

変
化
が
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
ま
た
何
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
彼
ら
が
民
主
化
運
動
へ
合
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
具
体
的

に
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

第
二
の
研
究
事
例
と
し
て
、
Ｌ
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
他
の
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
「
韓
国
が
民
主
主
義
へ
の
移
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行
と
定
着
に
失
敗
し
た
理
由
」、「
権
威
主
義
的
政
治
の
成
立
及
び
維
持
が
可
能
で
あ
っ
た
要
因
」、
お
よ
び
「
民
主
主
義
の
発
展
と
定

着
に
と
っ
て
の
最
適
な
条
件
」
な
ど
、
主
に
三
つ
の
関
心((((
を
中
心
に
「
八
七
年
民
主
化
」
を
分
析
す
る
。
そ
の
上
「
八
七
年
民
主
化
」

の
阻
害
要
因
と
促
進
要
因
と
を
取
り
上
げ
、
研
究
対
象
の
国
の
特
性
ま
で
を
考
慮
し
よ
う
と
し
た((((
。

彼
ら
に
よ
る
と
、「
八
七
年
民
主
化
」
を
決
定
し
た
重
要
な
要
素
は
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
彼
ら
は
、
一
九
六
七
年
か

ら
一
九
八
七
年
ま
で
の
平
均
経
済
成
長
率
が
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
経
済
発
展
が
政
治
的
に
意
識
的
︵conscious

︶、

打
算
的
︵interested
︶、
自
己
中
心
的
︵assertive

︶
な
中
産
階
層
を
増
加
さ
せ
、
社
会
的
組
織
、
お
よ
び
要
求
の
複
雑
性
と
多
元
化
を

も
た
ら
し
、
結
局
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
的
部
門
に
積
極
的
に
介
入
し
て
き
た
国
家
が
抵
抗
に
さ
ら
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

第
二
に
、
経
済
発
展
が
人
と
情
報
の
交
流
を
促
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
運
送
方
法
と
を
、
急
速
に
発
展
さ
せ
た
が
、
こ
れ
が
弱
い

支
持
基
盤
と
正
統
性
に
も
と
づ
い
た
政
府
を
脅
か
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
第
三
に
、
経
済
発
展
が
輸
出
を
通
し
た
国
外
関
係
の
拡

張
を
も
た
ら
す
が
、
こ
れ
が
政
府
と
大
衆
に
先
進
国
の
隊
列
に
加
わ
る
た
め
に
は
、
民
主
化
が
必
要
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
持

た
せ
た
と
い
う((((
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
「
八
七
年
民
主
化
」
を
決
定
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
経
済
発
展
と
社
会
的
変
化
と
の
因
果
関
係

を
重
視
し
、
そ
れ
が
国
家
の
力
を
侵
食
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
彼
ら
の
研
究
に
も
い
か
に
し
て
中
産
階
層
が
民
主
化
運
動
へ
合
流
し

た
の
か
、
ま
た
国
家
は
自
ら
の
弱
い
正
統
性
を
克
服
す
る
た
め
に
い
か
な
る
戦
略
の
修
正
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
過
程
に
対
す
る
分
析

が
見
え
な
い
。

以
上
の
各
研
究
は
、「
経
済
発
展
」
と
「
政
治
発
展
」
と
の
間
に
あ
り
う
る
「
人
々
の
民
主
主
義
へ
の
意
識
化
過
程
」
と
い
う
媒
介

を
看
過
し
、
主
に
二
つ
の
点
で
、
課
題
を
残
し
た
。
ま
ず
第
一
に
彼
ら
の
研
究
で
は
、
韓
国
の
民
主
化
が
一
九
八
〇
年
の
時
点
で
は
な

く
、
一
九
八
七
年
に
至
っ
て
可
能
と
な
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
上
記
の
各
研
究
は
、
共
通
的
に
経
済
発

展
に
よ
る
中
産
階
層
の
増
加
や
彼
ら
の
民
主
主
義
へ
の
意
識
化
な
ど
に
注
目
す
る
。
確
か
に
一
九
八
七
年
当
時
の
民
主
化
運
動
の
様
相
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を
見
る
と
、
当
時
の
経
済
的
好
況
、
ま
た
ネ
ッ
ク
タ
イ
部
隊
と
も
言
わ
れ
た
一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
の
民
主
化
運
動
へ
の
参
加
が

「
八
七
年
民
主
化
」
の
成
功
に
決
定
的
な
役
割
を
し
た
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
一
九
八
〇
年
に
あ
っ
た
民
主

化
へ
の
移
行
失
敗
の
例
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
一
九
七
九
年
の
第
二
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
が
韓
国
に
一
時
的
な
経
済
的
危
機
を

も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
一
九
七
〇
年
代
に
も
平
均
成
長
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
育
を
受
け
た
中
産

階
層
も
増
え
、「
釜
馬
事
態((((
」
の
よ
う
に
民
主
主
義
に
対
す
る
国
民
的
な
要
求
も
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う
に
韓
国
の
一
九
七
〇
年
代
と

い
え
ば
、
す
で
に
経
済
的
発
展
に
よ
っ
て
、
民
主
化
を
促
進
す
る
与
件
が
備
え
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
軍
部
が
民
主
化
へ

の
移
行
を
阻
止
し
、
国
民
が
軍
部
政
権
の
再
成
立
を
黙
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
過
程
は
、
経
済
的
発
展
と
民
主
化
と
の
因
果
関
係
と

い
う
側
面
だ
け
で
は
、
明
確
に
説
明
し
き
れ
な
い
。

第
二
に
、
上
記
の
研
究
で
は
、
中
産
階
層
が
「
民
主
主
義
へ
の
転
換
」
に
強
い
動
機
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
過
程
、
い
わ
ゆ
る
彼
ら

の
意
識
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、「
民
主
化
へ
の
移
行
」
の
要
求
が
い
か
に
し
て
政
治
に
反
映
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
権
威
主
義
勢
力
が
自
ら
の
利
益
を
損
な
い
う
る
民
主
主
義
を
受
け
入
れ
た
理
由
に
対
し
て
、
明
確
な
説

明
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
七
年
当
時
の
権
威
主
義
体
制
の
支
配
勢
力
は
、
軍
部
を
掌
握
し
て
い

た
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
十
分
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
企
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
ク
ー
デ
タ
ー
よ
り
も
、

民
主
化
要
求
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
経
済
発
展
」
と
「
中
産
階
層
の
増
加
」
だ
け
で
説
明
で
き
な
い
複
雑
な
内
部
調
整
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
化
理
論
の
洞
察
に
も
と
づ
く
諸
研
究
は
、
政
治
を
経
済
の
従
属
変
数
と
取
り
扱
い
、
社
会
全
体
の
要
求
が
、

い
か
に
形
成
さ
れ
、
ま
た
い
か
に
そ
れ
が
政
治
に
反
映
さ
れ
る
の
か
と
い
う
中
間
段
階
へ
の
分
析
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
近
代
化

理
論
の
有
す
る
社
会
還
元
主
義
的
方
法
論
の
限
界
を
受
け
継
い
で
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
主
化
過
程
に
あ
る
自
律
的
な
国
家
の
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意
志
が
軽
視
さ
れ
、
ま
た
、
人
々
の
意
識
変
化
を
経
済
発
展
と
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
結
果
論
的
分
析
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ

う
し
て
、
民
主
化
研
究
に
お
け
る
国
家
の
自
律
性
へ
の
研
究
の
必
要
性
が
浮
上
す
る
が
、
そ
れ
は
次
章
で
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
章
．
自
律
的
主
体
の
選
択
に
よ
る
「
八
七
年
民
主
化
」

第
一
節
．
近
代
化
理
論
の
対
案
と
し
て
の
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
と
発
展
過
程

近
代
化
理
論
は
、
体
制
移
行
を
説
明
す
る
際
に
、
経
済
発
展
が
社
会
の
意
識
水
準
を
上
昇
さ
せ
、
そ
れ
が
政
治
に
反
映
さ
れ
る
過
程

を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
近
代
化
理
論
は
、
社
会
的
要
求
に
対
応
す
る
自
律
的
な
国
家
の
存
在
を
軽
視
す
る
よ
う
に

な
り
、
経
済
発
展
と
政
治
発
展
と
の
間
の
因
果
関
係
に
潜
ん
で
い
る
複
雑
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
問
題
に
注
目
し
な
が
ら
、
国
家
を
自
律
性
の
持
っ
た
ア
ク
タ
ー
と
捉
え
る
方
法
論
︵
以
下
、
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
︶
が
現
れ

た
。
そ
れ
は
、
主
に
国
家
の
「
凝
集
性
」、「
社
会
的
圧
力
に
抵
抗
す
る
能
力
」、
そ
し
て
「
社
会
の
諸
ア
ク
タ
ー
の
協
力
を
導
き
出
す

能
力
」
に
焦
点
を
当
て
る
な
ど
、
個
人
や
集
団
と
し
て
の
政
治
や
官
僚
の
利
害
が
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
行
動
か
ら
自
立
し
て
い
る
こ
と

を
強
調
す
る
。

ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
は
、
Ａ
・
ダ
ウ
ン
ズ
の
研
究
に
よ
り
、
理
論
的
な
発
展
を
迎
え
た
。
ダ
ウ
ン
ズ
は
、
主
に
経
済
学
的
な
観
点
か

ら
政
治
的
合
理
性
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
民
主
主
義
下
の
政
府
が
自
ら
の
政
治
的
支
持
を
合
理
的
に
ど
の
よ
う
に
極
大
化
す
る
の
か

に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
各
々
の
社
会
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
に
そ
れ
は
、
各
々
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の
目
的
を
追
い
求
め
て
い
く
う
ち
に
、
社
会
的
機
能
も
自
然
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
る((((
」

と
い
う
自
己
利
益
の
公
理
の
概
念
を
念
頭
に
お
き
、
ア
ク
タ
ー
が
自
ら
の
政
治
的
・
経
済
的

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
効
率
的
に
計
画
す
る
な
ど
、
合
理
的
行
動
を
と
る
と
い
う((((
。
つ
ま

り
、
ダ
ウ
ン
ズ
は
「
社
会
的
効
用
あ
る
い
は
社
会
的
厚
生
を
極
大
化
す
る
こ
と
が
、
政
府
の

社
会
的
機
能
で
あ
る
同
時
に
、
政
府
の
私
的
な
動
機
で
も
あ
る((((
」
と
い
う
既
存
研
究
の
前
提

を
批
判
し
つ
つ
、
政
党
と
い
う
存
在
を
、
政
策
形
成
の
た
め
に
選
挙
で
勝
利
し
よ
う
と
す
る

団
体
で
は
な
く
、
選
挙
で
勝
つ
た
め
に
政
策
を
作
る
団
体
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う

な
ダ
ウ
ン
ズ
の
研
究
は
、
政
府
の
社
会
的
機
能
と
私
的
な
動
機
を
分
別
し
、
従
来
の
研
究
方

法
と
の
差
異
を
示
す
も
の
と
し
て
、
社
会
の
変
化
に
応
じ
る
国
家
の
戦
略
や
対
応
な
ど
を
重

要
に
取
り
扱
う
点
で
、
社
会
科
学
の
新
し
い
発
展
可
能
性
を
提
示
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と

も
い
え
る((((
。

そ
の
後
、
こ
の
理
論
は
Ｄ
・
ロ
ス
ト
ウ
に
よ
っ
て
、
民
主
化
研
究
に
も
適
用
さ
れ
る
。

Ｄ
・
ロ
ス
ト
ウ
は
、
民
主
化
の
過
程
を
社
会
経
済
的
条
件
か
ら
説
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

政
治
領
域
の
中
で
の
ア
ク
タ
ー
同
士
の
相
互
作
用
に
着
目
し
、
動
的
な
民
主
化
理
論
づ
く
り

を
試
み
た((((
。
そ
し
て
、
近
代
化
理
論
の
分
析
方
法
が
民
主
化
過
程
を
経
済
的
条
件
に
合
わ
せ

て
説
明
す
る
こ
と
で
、
民
主
主
義
体
制
の
発
展
要
因
と
発
生
要
因
と
の
混
同
を
も
た
ら
し
た

と
批
判
し((((
、
民
主
化
過
程
を
四
段
階((((
に
分
け
て
説
明
し
た
。
そ
れ
を
通
し
て
彼
は
、
ま
ず
第

一
に
近
代
化
理
論
が
、
民
主
化
の
要
因
よ
り
民
主
主
義
を
安
定
的
に
維
持
さ
せ
る
要
因
に
当

図－２．構造とアクターの関係 ⑵
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て
は
ま
る
点
、
第
二
に
構
造
的
条
件
よ
り
も
、
政
治
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
選
択
を
強
調
す
べ
き
点
、
第
三
に
客
観
的
条
件
が
外
生
的
に
政

治
ア
ク
タ
ー
の
選
択
を
制
約
す
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
が
、
客
観
的
条
件
そ
の
も
の
が
政
治
ア
ク
タ
ー
の
選
択
を
規
定
せ
ず
、
選
択
の

構
造
と
し
て
作
用
す
る
点((((
、
と
い
う
三
点
を
証
明
し
た
。

そ
の
後
、
Ｄ
・
ロ
ス
ト
ウ
の
理
論
は
、
オ
ド
ン
ネ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
に
よ
っ
て
、
具
体
化
さ
れ
て
い
く
。
オ
ド
ン
ネ
ル
と
シ
ュ

ミ
ッ
タ
ー
は
、
民
主
化
過
程
に
お
い
て
の
ア
ク
タ
ー
の
選
択
を
強
調
し
つ
つ
も
、
支
配
勢
力
も
し
く
は
対
抗
勢
力
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か

ら
民
主
化
へ
の
移
行
を
働
き
か
け
た
の
か
を
見
て
、「
上
か
ら
の
民
主
化
」
と
「
下
か
ら
の
民
主
化
」
に
分
け
て
い
る
。
前
者
の
場
合

は
、
権
威
主
義
体
制
内
の
分
裂
を
移
行
の
原
因
と
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
権
威
主
義
体
制
に
対
す
る
民
衆
的
動
員
の
蓄
積

の
結
果
が
移
行
の
原
因
と
し
て
現
れ
た
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る((((
。

「
上
か
ら
の
民
主
化((((
」
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
、
権
威
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
過
程
を
一
つ
の
多
層
チ
ェ
ス
・
ゲ
ー

ム
に
例
え
、
成
功
的
な
民
主
化
へ
の
移
行
に
対
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
。
彼
ら
は
、
各
々
の
異
な
る
性
格
を
有
す
る
諸
ア
ク
タ
ー
が

チ
ェ
ス
・
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
制
約
条
件
が
あ
る
と
い
う
。
ま
ず
第
一
に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
中
で
相
手
側
の
王
様

を
脅
か
し
た
り
、
あ
る
い
は
王
手
詰
め
に
す
る
行
動
を
禁
ず
る
こ
と
。
第
二
に
過
渡
的
政
権
の
ク
ィ
ー
ン
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
や
そ

の
動
き
を
あ
ま
り
に
細
か
く
制
約
し
な
い
こ
と
で
あ
る((((
。
こ
の
二
つ
の
制
約
条
件
を
見
れ
ば
、
何
よ
り
も
円
滑
な
政
治
的
民
主
化
へ
の

移
行
の
た
め
に
は
、
既
存
の
権
威
主
義
勢
力
の
利
益
を
念
頭
に
置
く
な
ど
、
お
互
い
の
利
益
を
最
大
限
に
生
か
す
方
向
へ
動
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
は
、「
軍
部
勢
力
の
腐
敗
や
経
済
的
危
機
な
ど
の
正
統
性
の
危
機
」、「
権
威
主

義
政
権
を
担
っ
て
い
る
強
硬
派
と
穏
健
派
と
の
分
裂
お
よ
び
対
立
」、
そ
し
て
「
反
体
制
派
の
中
で
最
大
主
義
派
が
優
位
を
占
め
て
い

な
い
状
態
」
に
至
る
と
、
政
治
的
民
主
化
が
成
功
し
う
る
と
い
う
。

一
方
、「
下
か
ら
の
民
主
化((((
」
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
、
急
速
な
社
会
諸
層
の
発
達
が
政
府
内
に
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
権
威
主
義
体
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制
内
の
穏
健
派
や
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
い
と
願
う
体
制
内
の
強
硬
派
の
全
て
の
努
力
を
無
効
に
し
、
妥
協
そ
の
も
の
の
意
味
を
な

く
す
可
能
性
を
提
示
す
る((((
。
た
と
え
ば
、
彼
ら
は
、
既
存
の
権
威
主
義
支
配
が
物
理
的
な
抑
圧
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
を
通
し
て
、
多

数
の
市
民
た
ち
の
自
生
的
か
つ
自
律
的
な
政
治
空
間
を
破
壊
し
て
き
た
。
し
か
し
、
模
範
的
少
数((((
の
意
思
表
示
が
過
渡
的
体
制
に
よ
っ

て
、
課
せ
ら
れ
た
行
動
の
境
界
線
を
変
容
さ
せ
る
触
媒
と
作
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
既
存
の
脆
弱
な
公
的
空
間
で
、
集
団
的
一
体
感

や
共
同
行
為
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
い
う
過
程
を
想
定
す
る((((
。

こ
の
よ
う
な
オ
ド
ン
ネ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
分
析
方
法
は
、
プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ス
キ
に
よ
っ
て
、
一
層
、
成
熟
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ス
キ
は
、
民
主
化
へ
の
移
行
過
程
を
権
威
主
義
体
制
内
部
の
力
学
関
係
と
対
抗
勢
力
の
新
し
い
政
治
的
対
案
の
組
織
化
の

過
程
を
結
合
し
、
両
者
の
相
互
作
用
を
分
析
す
る
。
つ
ま
り
彼
の
理
論
は
、
合
理
的
・
経
済
的
人
間
観
を
前
提((((
と
し
た
ゲ
ー
ム
理
論
に

基
づ
い
て
「
正
統
性
へ
の
再
解
釈
」
と
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
概
念
を
取
り
入
れ
、
オ
ド
ン
ネ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
研
究
を
補
完
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
。

プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ス
キ
は
、
権
威
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
過
程
を
二
段
階
に
分
け
て
説
明
す
る
。
ま
ず
第
一
の
段
階
と

し
て
、
彼
は
、
正
統
性
の
喪
失
を
取
り
上
げ
る
。
彼
は
、
既
存
の
正
統
性
の
理
論((((
を
批
判
し
つ
つ
、
あ
る
政
権
の
安
定
に
お
い
て
、
重

要
な
の
は
特
定
の
支
配
体
制
の
正
統
性
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
優
れ
た
政
治
的
代
案
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
主
張
す

る((((
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
既
存
体
制
に
対
抗
し
う
る
具
体
的
な
政
治
的
代
案
が
組
織
化
さ
れ
な
い
限
り
、
決
し
て
既
存
体
制
は
崩
壊
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
第
二
段
階
と
し
て
、
彼
は
、
支
配
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
葛
藤
に
視
座
を
当
て
て
い
る
。
彼
は
、
民
主
化
へ
の
移
行
過
程
に
参

加
す
る
ア
ク
タ
ー
の
戦
略
的
な
態
度
︵
利
益
・
リ
ス
ク
を
嫌
悪
す
る
程
度
︶
に
基
づ
い
て
、
体
制
内
の
強
硬
派
と
改
革
派
、
ま
た
反
体

制
内
の
穏
健
派
と
急
進
派
︵
最
大
要
求
派
︶
と
に
区
分
す
る
。
こ
の
ア
ク
タ
ー
が
体
制
移
行
へ
の
戦
略
的
行
動
を
行
い
始
め
る
こ
と

は
、
既
存
体
制
か
ら
の
国
民
の
支
持
離
脱
現
象
が
現
れ
る
段
階
で
あ
る
。
具
体
的
に
彼
は
、
既
存
体
制
を
退
場
さ
せ
る
た
め
に
は
、
以



韓国の「八七年民主化」に関する理論的考察（李）

61

下
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
一
つ
は
、
体
制
内
の
改
革
派
が
体
制
内
の
強
硬
派

の
同
意
か
つ
中
立
的
な
立
場
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
反
体
制
内
の
穏
健
派
が
反
体

制
内
の
急
進
派
を
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る((((

。
こ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
を
明
ら

か
に
表
し
て
い
る
も
の
が
、
以
下
の
表
︱
一
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
の
理
論
的
背
景
と
、
い
く
つ
か
の
研
究
業
績
を
と
り
上
げ
、

そ
の
理
論
的
発
展
過
程
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
。
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
は
、
同
じ
客
観
的
要
因
の
下
で

も
ア
ク
タ
ー
の
選
択
に
よ
っ
て
政
治
的
結
果
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
可
能
性
を
強
調
し
、
既
存
の
近

代
化
理
論
の
対
案
と
な
る
理
論
的
基
盤
を
確
立
さ
せ
た((((
。
つ
ま
り
、
民
主
化
過
程
を
分
析
す
る
際
に
、

ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
へ
の
転
換
は
、
移
行
過
程
の
多
様
な
可
能
性
を
提
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
済

発
展
に
よ
る
社
会
的
要
求
が
い
か
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
国
家
は
、
い
か
に
対
応
し
て
い
く

か
を
分
析
し
た
と
い
う
点
で
、
新
し
い
理
論
的
地
平
を
開
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
理
論
は
、

ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
を
取
り
扱
う
際
に
、
各
選
択
間
の
相
互
作
用
を
重
視
し
た
た
め
、
権
威
主
義
体

制
内
勢
力
が
自
ら
の
既
得
権
を
脅
か
し
う
る
「
民
主
主
義
体
制
へ
の
転
換
」
と
い
う
選
択
肢
を
選
ん
だ

理
由
と
、
そ
の
ア
ク
タ
ー
の
選
好
が
決
定
的
に
変
わ
っ
た
理
由
に
対
し
て
、
外
見
で
見
ら
れ
る
反
体
制

勢
力
の
力
や
規
模
な
ど
で
、
予
測
す
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

表－１　移行過程における各アクターと戦略的状況�

区　　分
反体制内の穏健派との同盟

反体制勢力の急進派 反体制勢力の穏健派

体制内の
改革派との
同盟

体制内の
強硬派

従来型の権威主義体制の
維持

穏健な権威主義体制の
維持

体制内の
改革派 保障のない民主主義 保障のある民主主義
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第
二
節
．
自
律
的
主
体
の
選
択
か
ら
見
た
「
八
七
年
民
主
化
」
と
そ
の
根
拠
提
示
の
必
要
性

ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
に
基
づ
い
て
「
八
七
年
民
主
化
」
を
分
析
す
る
既
存
研
究
は
、「
八
七
年
民
主
化
」
過
程
を
ど
こ
ま
で
明
ら
か

に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
研
究
は
、
大
体
「
国
家
部
門
を
重
視
す
る
研
究
」
と
「
社
会
部
門
を
重
視
す
る
研
究
」
に
分
け
ら
れ

る
。ま

ず
第
一
に
「
国
家
部
門
を
重
視
す
る
研
究
」
の
場
合
、
主
に
時
間
的
範
囲
を
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
六
日
の
「
朴
正
煕
大
統
領
暗

殺
事
件
」
か
ら
一
九
八
七
年
六
月
二
九
日
ま
で
と
設
定
し
、
大
き
く
「
八
〇
年
の
民
主
化
の
失
敗
」
と
「
八
七
年
の
民
主
化
の
成
功
」

の
例
を
対
比
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
八
〇
年
の
場
合
を
「
流
産
さ
れ
た
︵A

borted

︶
民
主
化((((
」
と
も
い
う
。
こ
の
時
期
を
彼
ら
の
理

論
か
ら
分
析
し
て
み
る
と
、
一
九
七
九
年
の
韓
国
で
は
、
第
二
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
と
釜
山
・
馬
山
で
の
民
衆
蜂
起
な
ど
に
よ
っ
て
、

「
維
新
体
制((((
」
の
正
統
性
の
根
幹
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
そ
の
中
枢
で
あ
っ
た
朴
正
煕
大
統
領
も
腹
心
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
る
事
件
が
発

生
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
当
時
の
政
府
与
党
︵
民
主
共
和
党
︶
は
、
政
局
を
反
転
さ
せ
る
た
め
に
、
野
党
︵
新
民
党
︶
と

「
維
新
体
制
」
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
合
意
し
、
軍
部
も
自
ら
の
利
益
が
損
な
わ
れ
な
い
範
囲
で
民
主
化
を
支
持
す
る
と
い
う
立
場
を
表

明
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
一
二
・
一
二
事
態
」
以
後
、
急
変
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
後
か
ら
民
主
化
へ
の
移
行
に
肯
定
的
で
あ
っ

た
体
制
内
改
革
派
︵
民
主
共
和
党
︶
の
力
も
急
速
に
失
わ
れ
、
対
抗
勢
力
か
ら
も
妥
協
の
相
手
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
さ
ら
に

対
抗
勢
力
の
陣
営
も
新
民
党
の
分
裂
、
学
生
運
動
の
分
裂
、
お
よ
び
労
働
運
動
の
未
熟
さ
な
ど
に
よ
っ
て
、
民
主
化
の
た
め
の
対
案
形

成
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
結
局
、
強
硬
派
︵
軍
部
︶
は
最
適
な
選
択
肢
と
し
て
、
対
決
を
選
び
、
一
九
八
〇
年
「
光
州
事
件
」
を
起

こ
し
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
軍
部
政
権
の
再
成
立
に
成
功
し
た
と
い
う
。

一
方
、
一
九
八
七
年
の
民
主
化
の
成
功
の
例
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
、
一
九
八
三
年
の
自
律
化
措
置
後
に
行
わ
れ
た
初
の
国
会
議
員
総
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選
挙
後
か
ら
注
目
す
る
。
そ
の
選
挙
後
、
真
の
意
味
で
の
野
党((((
︵
新
民
党
︶
が
登
場
し
、
そ
れ
が
対
抗
勢
力
の
指
導
者
と
一
般
大
衆
と

の
一
致
し
た
行
動
を
導
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
会
で
の
大
衆
動
員
を
成
功
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
対
抗
勢
力
の
力
は
、
伸
張
し
、
体
制
内

勢
力
と
対
抗
勢
力
と
の
間
の
対
決
が
対
抗
勢
力
の
完
敗
に
終
わ
ら
な
い
状
況
へ
変
わ
っ
た((((
。
こ
う
し
て
体
制
内
改
革
派
は
、
一
九
八

五
年
の
選
挙
後
か
ら
妥
協
の
必
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
体
制
内
改
革
派
は
、「
朴
鍾
哲
拷
問
致
死
隠
蔽
事
件
」
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
劇
的
に
権
力
基
盤
を
拡
張
す
る
よ
う
に
な
り((((
、
体
制
内
強
硬
派
の
妥
協
を
導
き
出
せ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の

内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
政
局
安
定
や
経
済
回
復
な
ど
の
業
績
に
鼓
舞
さ
れ
た
権
威
主
義
政
権
は
、
脆
弱
な
正
統
性
を
補
う
た
め
に

自
律
化
措
置
を
通
し
た
一
九
八
五
年
の
総
選
挙
で
の
勝
利
を
求
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
市
民
社
会
の
復
活
を
も
た
ら
し
、
新
民
党
の

登
場
を
許
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
反
政
府
運
動
は
徐
々
に
拡
大
し
て
い
く
。
さ
ら
に
反
政
府
運
動
の
最
中
に
「
朴
鍾
哲
拷
問
致

死
隠
蔽
事
件
」
が
発
生
し
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
対
抗
勢
力
は
、
民
主
化
の
た
め
の
国
民
運
動
本
部
と
い
う
最
大
連
合
の
形
成
に

成
功
す
る
。
結
局
、
そ
の
事
件
は
体
制
内
勢
力
に
と
っ
て
も
変
化
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
体
制
内
の
強
硬
派
の
政
治
的
立
場
は
急
速

に
弱
く
な
り
、
相
対
的
に
強
硬
派
か
ら
自
由
に
な
っ
た
改
革
派
が
対
抗
勢
力
の
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
と
い
う
要
求
を
受

け
入
れ
、
民
主
化
が
成
功
し
た
と
い
う
。

第
二
に
「
社
会
部
門
を
重
視
す
る
研
究
」
の
場
合
、「
八
七
年
民
主
化
」
に
関
す
る
分
析
を
、
主
に
国
家
に
反
す
る
市
民
社
会
の
分

化
と
、
そ
れ
を
反
映
す
る
政
治
社
会
の
形
成
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
市
民
社
会
と
政
治
社
会
を
反
映
す
る
国
家
へ
の
転
換((((
と
捉
え
る
な

ど
、
移
行
過
程
を
社
会
か
ら
の
圧
力
と
抵
抗
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
国
家
部
門
を
重
視
す
る
研
究
に
対
し
て
「
八
七
年
民
主
化
の
当
時
の
権
威
主
義
体
制
内
に
お
け
る
分
裂
有

無
」、「
体
制
内
の
改
革
派
の
主
導
に
よ
っ
て
、
反
体
制
内
の
穏
健
派
と
の
妥
協
が
行
わ
れ
た
の
か
」、
お
よ
び
「
社
会
運
動
の
形
態
、

規
模
、
お
よ
び
戦
略
な
ど
に
つ
い
て
の
分
析
の
不
十
分((((
」
と
い
う
問
題
提
起
か
ら
出
発
す
る
。
ま
ず
彼
ら
は
、
民
主
化
へ
の
移
行
開
始
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と
し
て
一
九
八
三
年
の
自
律
化
措
置
に
注
目
す
る
。
自
律
化
措
置
は
、
権
威
主
義
政
権
の
正
統
性
確
保
と
い
う
意
図
に
よ
っ
て
出
発
し

た
が
、
逆
に
一
九
八
四
年
の
全
国
学
生
総
連
盟
、
民
衆
文
化
運
動
協
議
会
、
民
主
化
推
進
協
議
会
、
民
主
化
青
年
連
合
、
民
衆
民
主
運

動
協
議
会
、
お
よ
び
民
主
統
一
国
民
会
議
︵
以
下
、
民
統
連
︶
の
よ
う
な
全
国
規
模
の
反
対
運
動
組
織
の
結
成
に
重
要
な
契
機
を
与
え

た
。
そ
し
て
、
こ
の
対
抗
勢
力
内
の
急
進
派
の
活
性
化
は
、
一
九
八
五
年
の
二
月
一
二
日
に
実
施
さ
れ
た
国
会
議
員
総
選
挙
で
の
新
民

党
︵
対
抗
勢
力
内
の
穏
健
派
︶
の
勝
利
と
と
も
に
、
国
会
内
に
お
け
る
鮮
明
野
党
の
形
成
に
つ
な
が
る
。

し
か
し
、
反
体
制
内
の
穏
健
派
と
急
進
派
の
間
に
は
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
立
場
の
差
異((((
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
、
分
裂
と
連
合

を
繰
り
返
し
て
い
く
。
そ
の
例
と
し
て
「
八
五
年
総
選
挙
後
の
民
統
連
の
結
成
」
を
取
り
上
げ
る
。
一
九
八
五
年
総
選
挙
後
、
反
体
制

内
の
急
進
派
は
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
を
め
ぐ
る
国
会
内
で
の
解
決
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
、
民
統
連
を

結
成
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
対
決
構
図
が
「
権
威
主
義
政
権　

対　

反
体
制
内
の
急
進
派
」
と
な
り
、
新
民
党
は
孤
立
し
て
し

ま
う
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
新
民
党
は
権
威
主
義
政
権
に
国
会
内
で
の
憲
法
改
正
特
別
委
員
会
の
設
置
を
要
求
す
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
政
府
か
ら
拒
否
さ
れ
、
新
民
党
は
民
統
連
と
の
連
合
︵
民
主
化
運
動
国
民
連
合
︶
を
通
し
た
国
会
外
闘
争
へ
転
換
す

る
。
し
か
し
、
一
九
八
六
年
四
月
三
〇
日
に
権
威
主
義
政
権
が
国
会
内
の
改
憲
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
再
び
新
民
党
は
柔
和
的
態
度
へ

と
修
正
す
る
。
そ
れ
を
民
統
連
は
批
判
し
、
民
主
化
運
動
国
民
連
合
か
ら
脱
退
す
る
。
こ
の
よ
う
に
連
合
と
分
裂
の
様
相
を
繰
り
返
し

て
い
く
う
ち
に
、
民
主
化
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る
権
威
主
義
政
権
と
対
抗
勢
力
と
の
政
治
闘
争
も
長
期
化
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
一
九

八
七
年
に
入
っ
て
「
朴
鍾
哲
拷
問
致
死
隠
蔽
事
件
」
と
「
四
・
一
三
護
憲
措
置
」
が
相
次
ぎ
、
そ
れ
は
反
体
制
内
の
穏
健
派
と
急
進
派

と
の
連
合
を
促
す
よ
う
に
な
る
。
後
に
こ
れ
は
、
民
主
憲
法
総
取
国
民
運
動
本
部
と
い
う
最
大
連
合
形
成
へ
繋
が
り
、
結
局
、
民
主
化

へ
の
移
行
に
成
功
す
る
。

以
上
の
研
究
か
ら
見
る
と
、
ま
ず
「
国
家
部
門
を
重
視
す
る
研
究
」
の
場
合
は
、
移
行
成
功
の
主
要
条
件
と
し
て
、
体
制
内
の
改
革
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派
が
体
制
内
の
強
硬
派
と
対
抗
勢
力
と
を
う
ま
く
調
整
し
た
こ
と
と
、
反
体
制
内
の
穏
健
派
が
急
進
派
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
を
強
調
し
、「
八
七
年
民
主
化
」
が
体
制
内
の
改
革
派
と
反
体
制
内
の
穏
健
派
と
の
妥
協
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
主
張
す
る
。
し
か

し
、
彼
ら
の
研
究
に
は
、
両
者
と
の
対
決
局
面
が
反
体
制
内
勢
力
の
物
理
的
な
力
の
増
加
に
よ
っ
て
、
や
む
を
得
ず
、
体
制
内
勢
力
が

妥
協
の
場
に
導
き
出
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
排
除
す
る
。
そ
の
上
、
常
に
体
制
内
勢
力
は
、
移
行
過
程
で
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
有
し
、

任
意
的
に
移
行
の
結
果
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
「
社
会
部
門
を
重
視
す
る
研
究
」

の
場
合
、
移
行
当
時
の
権
威
主
義
体
制
内
の
分
裂
と
、
民
主
化
へ
の
移
行
が
上
か
ら
の
選
択
の
結
果
と
い
う
部
分
を
批
判
す
る
。
そ
の

上
、「
六
・
二
九
宣
言
」
が
体
制
内
勢
力
の
自
律
的
選
択
で
は
な
く
、
政
権
の
抑
圧
能
力
を
超
え
た
莫
大
な
民
衆
動
員
に
よ
っ
て
、
強

制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
彼
ら
は
、
八
七
年
当
時
、
市
民
社
会
の
主
な
勢
力
と
野
党
を
包
括
す
る
「
国
民
運
動

本
部
」
と
い
う
組
織
に
着
目
し
、
こ
の
組
織
を
通
し
て
、
民
主
化
の
方
式
に
対
す
る
集
団
間
の
差
異
が
調
整
さ
れ
、
全
国
各
地
で
同
時

多
発
的
に
民
衆
動
員
が
行
わ
れ
た
結
果
、
体
制
内
勢
力
は
彼
ら
と
の
妥
協
の
一
環
と
し
て
、「
六
・
二
九
宣
言
」
を
受
容
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
六
・
二
九
宣
言
」
と
は
、
す
べ
て
の
選
択
肢
が
奪
わ
れ
た
権
威
主
義
政
権
の
降
伏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
に
基
づ
い
た
「
八
七
年
民
主
化
」
の
研
究
は
、「
ど
れ
ほ
ど
の
社
会
経
済
的
条
件
の
成
熟
が
あ
れ

ば
、
政
治
変
動
が
起
こ
る
の
か
」
と
「
移
行
過
程
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
役
割
は
、
果
た
し
て
客
観
的
条
件
が
成
熟
さ
れ
る
こ
と
を
待

つ
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
批
判
の
上
に
、
ア
ク
タ
ー
の
複
雑
な
戦
略
と
選
択
に
視
座
を
当
て
つ
つ
、
自
律
的
な
国
家
の
存
在

を
生
か
す
こ
と
で
、
社
会
還
元
主
義
を
克
服
し
た
。

し
か
し
、
上
記
の
各
研
究
は
、
す
で
に
定
め
ら
れ
た
ア
ク
タ
ー
の
選
好
に
基
づ
い
て
、
彼
ら
の
戦
略
や
行
為
な
ど
を
類
推
し
た
た

め
、
い
く
つ
か
の
批
判
に
直
面
す
る
。
ま
ず
「
国
家
部
分
を
重
視
す
る
研
究
」
の
場
合
、
体
制
内
の
改
革
派
を
妥
協
の
鍵
的
な
勢
力
と

し
て
捉
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
体
制
内
の
改
革
派
が
自
ら
の
利
益
を
損
な
い
う
る
民
主
主
義
に
動
機
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
理
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由
」
に
対
す
る
疑
問
を
残
し
た
。
た
と
え
ば
、「
国
家
部
分
を
重
視
す
る
研
究
」
は
、
対
抗
勢
力
の
方
か
ら
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ

の
改
憲
」
と
い
う
優
れ
た
政
治
的
代
案
が
提
示
さ
れ
、
す
べ
て
の
既
得
権
の
喪
失
を
恐
れ
た
当
時
の
政
府
与
党
が
リ
ス
ク
の
面
で
、
よ

り
安
全
な
現
職
の
利
点
を
生
か
し
う
る
選
挙
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
以
前
の
軍
部
政

権
の
下
で
既
得
権
を
享
受
し
て
き
た
政
府
与
党
が
対
抗
勢
力
の
運
動
な
し
に
独
自
の
判
断
を
し
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
、
移
行
過
程

に
お
け
る
市
民
社
会
の
役
割
、
も
し
く
は
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
と
い
う
政
治
的
対
案
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
矮

小
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

一
方
「
社
会
部
分
を
重
視
す
る
研
究
」
は
、
移
行
の
主
要
勢
力
と
し
て
、
学
生
・
労
働
者
の
行
動
に
注
目
し
、
市
民
社
会
レ
ベ
ル
で

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
中
心
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
移
行
過
程
に
お
い
て
、
対
抗
勢
力
内
の
急
進
派
が
主
導
的
な
役
割
を
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
六
・
二
九
宣
言
」
に
は
、
彼
ら
の
主
な
主
張
で
あ
っ
た
社
会
経
済
的
問
題
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
か
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
に
よ
る
と
、「
六
・
二
九
宣
言
」
は
、
対
抗
勢
力
を
穏
健
化
さ
せ
る
た
め
の
政
府
の
苦

悩
の
戦
略
で
あ
り
、
そ
れ
を
野
党
が
受
容
す
る
こ
と
で
、
対
抗
勢
力
の
巨
大
連
合
に
急
速
な
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
成
は
「
八
七
年
民
主
化
」
の
全
過
程
で
の
野
党
と
対
抗
諸
勢
力
と
の
関
係
を
「
葛
藤
的
協
調
関
係
」
と
定
義
す
る
。
彼
は
、

「
ど
の
よ
う
な
民
主
化
で
あ
る
か
」
を
め
ぐ
る
野
党
と
対
抗
諸
勢
力
と
の
基
本
的
路
線
の
差
異
が
「
葛
藤
的
協
調
関
係
」
を
形
成
さ
せ

た
と
い
う
。
つ
ま
り
両
者
と
も
「
民
主
化
へ
の
移
行
」
に
関
し
て
は
、
同
意
す
る
が
、
野
党
は
形
式
的
民
主
主
義
を
樹
立
す
る
こ
と
で

あ
り
、
対
抗
諸
勢
力
は
社
会
変
革
を
通
し
て
民
主
政
権
の
樹
立
を
追
求
し
た
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
両
者
が
協
調
も
し
く
は
葛
藤
を
繰

り
返
し
た
と
い
う((((
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
中
で
、
支
配
勢
力
か
ら
「
六
・
二
九
宣
言
」
が
打
ち
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
対
抗
諸
勢

力
か
ら
の
社
会
経
済
問
題
を
排
除
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
面
で
「
社
会
部
門
を
重
視
す
る
研
究
」
は
、
移
行
の
全
過
程
で
権
威
主

義
政
権
と
野
党
と
を
脅
か
し
た
対
抗
諸
勢
力
の
影
響
力
が
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
「
六
・
二
九
宣
言
」
の
直
前
に
喪
失
さ
れ
た
の
か
が
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疑
問
に
残
る
。

ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
に
基
づ
く
「
八
七
年
民
主
化
」
研
究
は
、
近
代
化
理
論
が
見
逃
し
て
い
た
ミ
ク
ロ
的
部
分
を
分
析
す
る
こ
と

で
、
民
主
化
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
上
記
の
諸
研
究
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
す
で
に

定
め
ら
れ
た
各
ア
ク
タ
ー
の
選
好
に
基
づ
い
て
、
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
の
面
を
重
視
す
る
演
繹
的
方
法
を
用
い
た
た
め
、
決
定
的

に
ア
ク
タ
ー
の
選
択
が
変
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
研
究
者
自
身
の
主
観
や
決
定
論
的
分
析
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
移

行
過
程
に
あ
っ
た
ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
の
根
拠
を
提
示
す
る
た
め
に
、
長
期
的
経
済
構
造
の
変
化
、
短
期
的
経
済
状
況
の
変
化
、
及

び
制
度
な
ど
の
客
観
的
条
件
を
介
在
し
て
、
ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
を
分
析
す
る
研
究
が
続
々
と
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
次
章
で
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

第
三
章
．
自
律
的
主
体
の
選
択
に
対
す
る
根
拠
提
示
の
た
め
の
分
岐

ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
に
基
づ
い
た
「
八
七
年
民
主
化
」
研
究
は
、
ア
ク
タ
ー
の
選
好
と
選
択
に
視
座
を
当
て
る
こ
と
で
、
近
代
化
理

論
に
潜
ん
で
い
る
構
造
決
定
論
的
、
社
会
還
元
主
義
的
と
い
う
弱
点
を
克
服
し
、
多
様
な
移
行
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
は
す
で
に
定
め
ら
れ
た
ア
ク
タ
ー
の
選
好
、
利
害
、
お
よ
び
主
観
性
に
も
と
づ
く
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
と
い
う
面
を
重
視
し
た

た
め
、
ア
ク
タ
ー
の
意
志
や
感
情
に
偏
る
主
意
主
義
的
研
究
へ
の
後
退((((
と
い
う
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
た
。
実
際
に
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論

に
基
づ
い
た
「
八
七
年
民
主
化
」
研
究
は
、
ア
ク
タ
ー
の
選
好
や
戦
略
を
重
視
し
、「
六
・
二
九
宣
言
」
に
至
る
ま
で
の
移
行
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
生
か
し
た
と
い
え
つ
つ
も
、
体
制
内
勢
力
が
移
行
の
決
定
的
段
階
で
自
ら
の
利
益
を
損
な
い
う
る
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
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へ
の
改
憲
」
と
い
う
項
目
に
妥
協
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
疑
問
の
余
地
を
残
し

た
。こ

う
し
て
一
種
の
組
織
構
造
、
諸
法
規
の
セ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
過
去
の
事
件
に
よ
っ
て
形

づ
く
ら
れ
た
制
度
的
編
成
の
歴
史
的
あ
り
方
に
着
目
し
、
ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
に
対
す
る

根
拠
を
提
示
す
る
方
法
論
︵
以
下
、
歴
史
的
構
造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
︶
が
注
目
さ
れ
る
。

民
主
化
研
究
に
関
す
る
歴
史
的
構
造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
第
一
に
、「
経
済
的
発
展
と
民

主
主
義
の
発
展
と
を
正
の
相
関
関
係
」
か
ら
見
る
定
量
的
分
析
に
対
す
る
批
判
、
第
二
に
、

各
ア
ク
タ
ー
が
民
主
主
義
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
根
拠
を
提
示
す
る
た
め
に
出
た
も

の
と
し
て
、
近
代
化
理
論
の
構
造
決
定
論
的
分
析
か
ら
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
の
主
意
主
義
的

分
析
へ
の
急
激
な
転
換
を
控
え
て
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
で

は
、
上
記
の
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
八
七
年
民
主
化
」
に
関
す
る
既
存
研
究
に
い

か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
、
ど
れ
ほ
ど
「
八
七
年
民
主
化
」
の
内
実
を
十
全
に
分
析
し
て
い
る

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節
．「
構
造
的
変
化
」
に
基
づ
い
た
根
拠
提
示
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
八
七
年
民
主
化
」

歴
史
的
構
造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
、
体
制
移
行
を
取
り
扱
う
研
究
に
は
、
ま
ず

図－3．構造とアクターの関係 ⑶
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ル
ー
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
、︵
以
下
、
ル
ー
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
他
︶
の
業
績
が
あ
る
。
基
本
的
に
彼

ら
は
、
ム
ー
ア
の
分
析((((
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
ム
ー
ア
の
「
労
働
階
層
の
役
割
の
無
視
」
と
「
国
際
的
レ
ベ
ル
で
の
影
響

の
排
除((((
」
と
い
う
側
面
を
批
判
す
る
。
彼
ら
は
、
資
本
主
義
の
発
展
と
民
主
主
義
と
の
関
係
に
注
目
し
た
上
で
、
民
主
化
へ
の
移
行
過

程
が
利
害
関
係
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
と
捉
え
、
そ
れ
が
民
主
主
義
を
登
場
、
安
定
、
お
よ
び
維
持
さ
せ
る
と
い
う((((
。
そ
の
上
「
社
会

的
・
経
済
的
不
平
等
」、「
社
会
階
級
分
化
」、「
各
々
の
異
な
る
国
家
構
造
が
民
主
主
義
の
可
能
性
に
及
ぼ
す
影
響
」、
お
よ
び
「
超
国

家
的
権
力
形
態
が
民
主
化
に
及
ぼ
す
影
響((((
」
と
い
う
四
項
目
に
基
づ
い
て
、
体
制
移
行
を
分
析
す
る((((
。
こ
う
し
て
資
本
主
義
の
発
展

が
「
労
働
階
層
と
中
間
階
層
の
強
化
」
や
「
貴
族
階
級
の
弱
化
」
な
ど
の
階
級
構
造
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
民
主
主
義
へ
と
つ

な
が
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
の
推
進
が
単
純
に
資
本
主
義
の
発
展
や
そ
の
実
り
を
享
受
す
る
資
本
家
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
矛
盾
か
ら
生
ま
れ((((
、
資
本
主
義
体
制
下
の
被
抑
圧
階
層
で
あ
る
労
働
階
層
が
一
貫
的
な
親
民
主
主
義
勢
力

で
あ
り
、
そ
れ
を
民
主
化
の
独
立
変
数
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
ら
は
中
産
階
層
の
二
重
的
な
態
度
を
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
、
過
去
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
、
王
の
専
制
と
貴
族
の
寡
頭
制
か

ら
自
ら
の
政
治
参
加
拡
大
の
た
め
に
闘
争
に
臨
ん
だ
が
、
自
ら
の
地
位
が
保
障
さ
れ
る
と
、
そ
れ
以
上
、
政
治
参
加
拡
大
の
た
め
に
は

戦
わ
な
か
っ
た((((
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
中
産
階
層
の
行
動
に
対
し
て
自
ら
の
立
場
が
既
得
権
層
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く

る
︵
機
会
主
義
的
行
動
︶
と
指
摘
す
る
。

何
よ
り
も
ム
ー
ア
の
研
究
は
、
経
済
発
展
と
そ
れ
に
よ
る
中
産
階
層
の
増
加
が
民
主
主
義
体
制
へ
の
転
換
に
肯
定
的
影
響
を
及
ぼ

す
と
い
う
主
張
で
、
経
済
発
展
と
政
治
発
展
と
の
関
係
を
捉
え
る
際
に
、
主
に
マ
ク
ロ
的
部
分
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、

「
資
本
主
義
の
発
展
が
階
級
構
造
と
、
階
級
間
の
権
力
均
衡
を
変
化
さ
せ
る
た
め
、
民
主
主
義
の
可
能
性
に
影
響
を
及
ぼ
す((((
」
と
い
う

主
張
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ル
ー
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
他
は
、
ム
ー
ア
の
よ
う
に
体
制
移
行
を
歴
史
的
背
景
か
ら
説
明
し
つ
つ
も
、
利
益
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に
伴
わ
れ
る
各
階
層
間
の
力
学
関
係
を
描
き
出
す
面
で
は
、
よ
り
積
極
的
に
ミ
ク
ロ
的
部
分
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
「
八
七
年
民
主
化
」
の
研
究
に
お
い
て
も
、
資
本
主
義
体
制
の
矛
盾
が
各
階
級
の
権
力
関
係
に
及
ぼ
す

影
響
を
重
視
す
る
研
究
が
続
々
と
出
て
く
る((((
。
彼
ら
は
、
韓
国
の
民
主
化
を
説
明
す
る
際
に
、
主
に
三
つ
の
面
を
重
視
す
る
。
ま
ず
第

一
に
は
、
韓
国
の
産
業
化
の
段
階
的
特
性
を
捉
え
る
た
め
に
、
生
産
商
品
と
商
品
の
周
期
、
資
本
と
労
働
の
需
要
と
供
給
、
市
場
の
形

態
、
お
よ
び
国
家
の
経
済
政
策
に
注
目
す
る
。
第
二
に
、
産
業
化
が
社
会
階
級
間
の
利
益
、
均
衡
、
お
よ
び
連
合
変
化
に
及
ぼ
す
影
響

に
注
目
す
る
。
第
三
に
は
、
産
業
化
の
段
階
が
国
家
構
造
、
国
家
の
利
益
と
力
、
お
よ
び
国
家
と
社
会
階
級
間
の
力
の
均
衡
に
及
ぼ
す

影
響((((
と
い
う
面
に
基
づ
い
て
、
一
九
七
三
年
以
後
か
ら
始
ま
っ
た
「
重
化
学
工
業
の
本
格
化
」
に
注
目
す
る
。

例
え
ば
、
馬
の
場
合
は
、
一
九
七
〇
年
代
を
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
が
強
化
お
よ
び
安
定
し
た
時
期
と
見
な
す
。
当
時
の
状
況
下
で

政
府
に
よ
る
軽
工
業
か
ら
重
化
学
工
業
へ
の
転
換
は
、
民
間
部
門
に
対
す
る
政
府
の
介
入
と
統
制
に
正
当
性
を
与
え
、
そ
れ
ら
が
「
維

新
体
制
」
の
登
場
お
よ
び
維
持
の
た
め
の
法
的
な
強
化
へ
導
い
た((((
。
結
局
、
重
化
学
工
業
の
発
達
は
、
政
府
の
不
公
平
な
資
本
の
分
配

に
よ
る
財
閥
の
伸
張
を
も
た
ら
す
。
ま
た
財
閥
も
政
府
に
対
す
る
交
渉
力
を
持
ち
、
政
府
の
財
閥
に
対
す
る
介
入
も
縮
小
さ
れ
る
。
さ

ら
に
重
化
学
工
業
の
発
達
は
、
階
級
の
量
的
構
成
の
変
化
、
階
級
意
識
の
発
達
、
労
働
階
層
の
組
織
発
達
、
お
よ
び
階
級
間
の
利
益
葛

藤
の
明
確
化
な
ど
、
階
級
構
造
に
お
け
る
重
要
な
変
化
も
も
た
ら
す((((
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
は
、
第
二

次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
経
済
危
機
に
直
面
し
、
支
配
勢
力
内
部
に
お
い
て
も
、
政
府
介
入
の
拡
大
に
対
す
る
自
省
の
声
が
高
ま
る
よ

う
に
な
っ
た
。
結
局
、
権
威
主
義
体
制
の
支
配
勢
力
は
、
経
済
危
機
の
解
決
策
と
し
て
「
自
律
化
に
よ
る
安
定
化((((
」
を
採
択
す
る
。
こ

れ
は
、
国
家
主
導
型
産
業
化
戦
略
へ
の
大
々
的
な
手
直
し
と
し
て
、
民
間
部
門
に
対
す
る
政
府
の
優
越
的
か
つ
指
導
的
位
置
の
弱
化
を

意
味
し
、
政
府
と
民
間
企
業
と
の
力
均
衡
が
再
調
整
さ
れ
る
局
面
の
出
発
で
も
あ
っ
た
と
い
う((((
。

上
記
の
研
究
は
、
産
業
構
造
の
高
度
化
と
い
う
構
造
変
化
が
主
要
階
級
の
利
益
と
力
の
変
化
に
及
ぼ
し
た
点
、
つ
ま
り
韓
国
の
八
〇
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年
代
に
あ
っ
た
労
働
運
動
の
環
境
変
化((((
と
国
家
主
導
型
産
業
化
戦
略
の
修
正
に
着
目
し
つ
つ
も
、
労
働
階
級
が
階
級
組
織
、
階
級
意

識
、
お
よ
び
階
級
連
合
を
通
し
て
一
定
の
力
を
蓄
積
し
、
民
主
化
の
た
め
の
有
効
な
勢
力
と
な
っ
た((((
と
い
う
。
し
か
し
、
経
済
自
律
化

政
策
が
「
八
七
年
民
主
化
」
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
働
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
決
定
的
要
因
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
は
、
問
題
が

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
経
済
自
律
化
政
策
が
財
閥
の
自
律
性
の
伸
張
を
も
た
ら
し
、
彼
ら
の
民
主
化
へ
の
暗
黙
的
支
持
転
換
に
よ
っ
て

民
主
化
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
論
理
は
、
経
済
自
律
化
政
策
後
に
も
韓
国
の
権
威
主
義
政
権
が
維
持
さ
れ
た
期
間
を
省
い
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
経
済
自
律
化
政
策
後
か
ら
財
閥
が
政
府
よ
り
も
優
位
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
評
価
も
疑
問
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
一
九
八
五
年
二
月
二
一
日
に
あ
っ
た
「
国
際
グ
ル
ー
プ
解
体
事
件
」
と
い
う
例
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
。「
国
際

グ
ル
ー
プ
解
体
事
件
」
と
は
、
当
時
の
国
内
六
位
の
財
閥
を
政
府
が
不
実
企
業
整
理
と
い
う
口
実
で
、
強
制
的
に
政
府
の
気
に
入
る
韓

一
合
繊
、
極
東
建
設
、
お
よ
び
東
局
製
鋼
な
ど
の
会
社
に
引
き
受
け
さ
せ
た
事
件
で
あ
る((((
。
結
果
的
に
見
る
と
、「
経
済
自
律
化
政
策
」

後
の
移
行
段
階
に
お
い
て
、
以
前
よ
り
政
府
か
ら
の
財
閥
の
自
律
性
が
高
ま
っ
た
と
い
う
点
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で

の
中
間
段
階
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
労
働
者
勢
力
の
意
識
変
化
や
組
織
変
化
な
ど
を
取
り
上
げ
、
そ

れ
を
「
八
七
年
民
主
化
」
の
独
立
変
数
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、「
八
七
年
民
主
化
」
の
全
過
程
を
見
る
と
、
労
働
者
勢
力
が
主

体
的
に
動
い
た
の
は
、「
六
・
二
九
宣
言
」
後
の
「
七
・
八
月
労
働
者
大
闘
争
」
の
と
き
だ
け
で
あ
っ
た
。

第
二
節
．「
状
況
的
変
化
」
に
基
づ
い
た
根
拠
提
示
と
「
八
七
年
民
主
化
」

ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
に
対
す
る
根
拠
提
示
の
た
め
の
分
析
と
し
て
、
次
に
Ｓ
・
ハ
ガ
ー
ド
と
Ｒ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
研
究
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
の
枠
組
み
を
積
極
的
に
受
容
し
、
エ
リ
ー
ト
、
民
間
企
業
部
門
、
中
産
階
層
、
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お
よ
び
大
衆
組
織
部
門
な
ど
の
政
治
的
利
益
と
戦
略
に
注
目
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
長
期
間
に
わ
た
る
構
造
変
化
で
は
な
く
、
危
機

的
状
況
と
非
危
機
的
状
況
と
い
う
短
期
間
の
経
済
的
条
件
が
彼
ら
の
選
択
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
分
析
し
た((((
。
何
よ
り

も
Ｓ
・
ハ
ガ
ー
ド
と
Ｒ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
貧
弱
な
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
支
配
勢
力
の
交
渉
力
を
減
退
さ
せ
、
対
抗
勢
力
の
力

を
増
加
さ
せ
る((((
と
い
う
立
場
に
基
づ
い
て
、
移
行
過
程
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
危
機
状
況
に
限
っ
て
、
三
つ
の
仮
説
を
導
き
出
し
て
い

る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
悪
化
す
る
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
エ
リ
ー
ト
と
民
間
企
業
部
門
と
の
間
に
構
築
さ
れ
て
い
る
政
治
的
契
約

を
崩
壊
さ
せ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
民
間
企
業
部
門
の
土
台
は
、
経
済
構
造
と
政
府
の
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
頼
り
が

ち
で
あ
る
た
め
、
エ
リ
ー
ト
が
経
済
危
機
を
迅
速
に
解
決
で
き
な
い
場
合
、
直
ち
に
民
間
企
業
部
門
は
民
主
化
へ
の
連
合
を
考
慮
す
る

か
ら
で
あ
る((((
。
第
二
の
危
機
状
況
に
は
、
最
も
抑
圧
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
中
産
階
層
と
低
所
得
層
が
ス
ト
ラ
イ
キ
、
街
頭
闘
争
、
お
よ

び
選
挙
運
動
な
ど
の
抵
抗
へ
の
動
員
を
最
も
価
値
の
あ
る
も
の
と
思
う
と
い
う
仮
説
で
あ
る((((
。
第
三
に
危
機
状
況
は
、
エ
リ
ー
ト
内
の

亀
裂
を
激
化
さ
せ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
権
威
主
義
体
制
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
エ
リ
ー
ト
内
の
持
続
的
忠
誠
が
決

定
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
経
済
的
危
機
は
、
エ
リ
ー
ト
内
の
派
閥
闘
争
を
募
ら
せ
る
役
割
を
す
る
と
い
う((((
。

彼
ら
の
仮
説
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
経
済
的
危
機
状
況
の
場
合
、
民
間
企
業
部
門
は
、
権
威
主
義
体
制
よ
り
も
民
主
主
義
体
制
に
対

す
る
動
機
を
持
ち
、
中
産
階
層
と
低
所
得
層
も
、
従
来
の
権
威
主
義
体
制
に
対
す
る
反
政
府
運
動
へ
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

る
。
結
局
、
こ
れ
は
経
済
的
危
機
に
よ
る
派
閥
闘
争
で
影
響
力
が
縮
小
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
層
か
ら
「
民
主
化
へ
の
移
行
」
と
い
う
降
伏

を
導
き
出
し
、
移
行
後
に
も
既
存
の
エ
リ
ー
ト
層
は
、
自
ら
の
影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
逆
に
非
危
機
状
況
の
場

合
は
、
良
い
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
政
治
的
反
対
運
動
を
ま
っ
た
く
生
じ
さ
せ
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
く
と
も((((
、
権
威
主
義
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
移
行
過
程
に
お
い
て
、
比
較
的
に
幅
広
い
支
持
、
低
い
抵
抗
、
お
よ
び
少
な
い
内
部
分
裂
の
中
で
、
現
職
の
権
威
主

義
体
制
の
エ
リ
ー
ト
層
が
よ
り
大
き
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
う
る((((
と
い
う
。
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上
記
の
分
析
方
法
に
基
づ
い
て
「
八
七
民
主
化
」
を
分
析
し
た
研
究
が
い
く
つ
か
出
て
い
る
が
、
共
通
的
に
こ
れ
ら
は
、
な
ぜ
「
八

〇
年
の
移
行
失
敗
」
と
「
八
七
年
の
移
行
成
功
」
と
い
う
差
異
が
生
じ
た
か
と
い
う
議
論
か
ら
出
発
す
る
。
ま
ず
「
八
〇
年
の
移
行
失

敗
」
の
例
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
分
析
を
見
る
と
、
韓
国
の
一
九
八
〇
年
に
は
、
第
二
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
、
国
際
金
利
の
引
き
上
げ
、
お

よ
び
先
進
国
の
保
護
主
義
拡
散
が
、
重
化
学
工
業
を
中
心
と
す
る
韓
国
の
経
済
に
打
撃
を
与
え
、
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
記
録
し
た
。
し
か

し
、
韓
国
は
、
そ
の
経
済
的
危
機
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
、
緊
縮
財
政
と
賃
金
抑
制
に
よ
る
物
価
統
制
や
さ
ら
な
る
輸
出
増
進
に
よ

る
海
外
借
款
問
題
の
解
決
と
い
う
政
策
を
提
示
す
る
。
結
局
そ
れ
は
、
賃
金
引
下
げ
、
失
業
率
増
加
と
と
も
に
労
働
階
層
の
反
発
を
ま

ね
い
て
し
ま
っ
た((((
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
韓
国
は
、
権
威
主
義
体
制
へ
と
回
帰
し
た
が
、
そ
の
理
由
を
彼
ら
は
以
下
の
よ
う

に
当
時
の
権
威
主
義
体
制
の
支
配
勢
力
内
部
か
ら
探
し
て
い
る
。

「
当
時
の
経
済
的
危
機
の
下
で
爆
発
的
に
起
こ
る
学
生
運
動
と
労
働
運
動
は
、
企
業
家
と
中
産
階
層
に
と
っ
て
、
既
存
の
支
配
連
合

か
ら
離
れ
て
穏
健
派
の
連
合
を
構
築
す
る
よ
り
も
、
軍
部
と
の
連
合
と
い
う
選
択
肢
を
選
ば
せ
た
。︵
中
略
︶
ま
た
、
在
野
勢
力
、
学

生
、
そ
し
て
教
会
を
中
心
と
し
た
民
主
化
運
動
は
、
安
定
を
求
め
る
企
業
家
お
よ
び
中
産
階
層
の
不
安
を
増
加
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら

す
。
つ
ま
り
、
新
軍
部
に
よ
る
政
権
奪
取
シ
ナ
リ
オ
が
光
州
事
件
を
前
後
に
し
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
家
と

中
産
階
層
は
、
民
主
化
運
動
へ
の
国
家
の
弾
圧
に
向
か
っ
て
抵
抗
す
る
よ
り
、
か
え
っ
て
権
威
主
義
体
制
の
維
持
に
肯
定
的
な
態
度
を

示
し
た
の
で
あ
る((((
。」

一
方
、「
八
七
年
の
移
行
成
功
」
に
関
す
る
分
析
を
み
る
と
、
ま
ず
彼
ら
は
、
八
〇
年
の
新
軍
部
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
経
済
自
律
化

政
策
に
注
目
す
る
。
た
と
え
ば
当
時
の
政
府
は
、
一
九
七
九
年
と
八
〇
年
の
経
済
危
機
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
経
済
自
律
化
政
策
を
打

ち
出
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
物
価
は
、
劇
的
に
安
定
し
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
数
値
も
一
九
八
六
年
か
ら
二
桁
成
長
へ
回
復((((
す
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済

成
長
の
中
︵
非
危
機
時
︶
で
、
危
機
時
に
安
定
を
求
め
た
民
間
企
業
家
と
中
産
階
層
は
、
民
主
主
義
を
選
択
す
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
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非
危
機
時
に
分
配
的
か
つ
政
治
的
利
得
に
対
す
る
中
産
階
層
の
不
満
が
危
機
状
況
よ
り
も
、
活
発
に
政
治
化
さ
れ
た
た
め((((
、
新
軍
部
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
る
経
済
的
成
功
が
軍
部
政
権
の
定
着
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
上
記
の
研
究
は

「
八
七
年
民
主
化
」
を
非
危
機
時
に
行
わ
れ
た
民
主
化
と
見
な
し
た
上
で
、
経
済
的
成
功
が
権
威
主
義
体
制
の
支
配
連
合
の
分
裂
を
促

し
た
が
、
逆
説
的
に
そ
の
業
績
に
よ
っ
て
、
支
配
勢
力
は
制
度
的
か
つ
政
治
的
特
権
を
最
大
限
に
維
持
し
た
形
で
、
民
主
化
へ
の
要
求

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
例
え
ば
、
新
軍
部
の
第
二
位
の
実
力
者
で
あ
っ
た
盧
泰
愚
の
大
統
領
当
選
、
軍
部
統
治
の
政
治
的

基
盤
で
あ
っ
た
安
全
企
画
部
︵
元
中
央
情
報
部
︶
の
維
持
、
お
よ
び
国
家
保
安
法
の
維
持
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
研
究
は
、
短
期
的
な
経
済
的
状
況
の
変
化
に
基
づ
い
て
、
各
ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
を
分
析
し
、
選
択
変
化
の
根
拠
に
対
す

る
因
果
的
説
明
を
可
能
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
下
か
ら
の
抵
抗
運
動
が
生
じ
た
部
分
を
「
所
与
」
と
し
て
取
り
扱
っ

て
い
る
た
め
、
八
〇
年
か
ら
八
七
年
ま
で
支
配
勢
力
と
対
抗
勢
力
と
の
間
に
現
れ
た
反
転
と
逆
転
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
ほ
と
ん
ど
解
明

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
非
危
機
状
況
下
で
の
移
行
が
支
配
勢
力
の
既
得
権
を
最
大
限
に
維
持
さ
せ
た
と
い
い
、
そ
の
例

と
し
て
一
九
八
七
年
大
統
領
直
接
選
挙
で
の
盧
泰
愚
の
当
選
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
盧
泰
愚
︵
三
六
．
六
パ
ー
セ
ン
ト
︶、

金
泳
三
︵
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
︶、
金
大
中
︵
二
七
．
一
パ
ー
セ
ン
ト
︶
と
い
う
当
時
の
選
挙
結
果
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
盧
泰
愚
の
当

選
は
、
金
大
中
と
金
泳
三
と
の
分
裂
に
よ
る
反
射
利
益
と
い
う
面
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
危
機
状
況
」
と
「
非
危
機
状
況
」

と
い
う
分
け
方
に
基
づ
い
て
、「
各
ア
ク
タ
ー
の
行
動
」
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
構
造
と
ア
ク
タ
ー
の
両
者
間
に
あ
る
因
果

関
係
を
明
確
に
説
明
で
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
上
記
の
事
実
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
両
者
の
変
化
の
間
に
存
在
す
る
一
定
の
中

間
段
階
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん
と
分
析
で
き
な
か
っ
た
課
題
を
残
し
た
。
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第
三
節
．「
制
度
的
要
因
」
に
基
づ
い
た
根
拠
提
示
と
「
八
七
年
民
主
化
」

ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
に
対
す
る
根
拠
を
提
示
す
る
た
め
の
研
究
と
し
て
、
最
後
に
以
前
の
「
制
度
的
要
因
」
か
ら
の
影
響
を
分
析

す
る
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、
権
威
主
義
、
全
体
主
義
、
ポ
ス
ト
全
体
主
義
、
お
よ
び

ス
ル
タ
ン
主
義
な
ど
、
四
つ
の
非
民
主
主
義
体
制
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
非
民
主
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
が
成
功

す
る
た
め
の
可
能
性
を
提
示
す
る
。

そ
の
中
で
も
、
彼
ら
は
権
威
主
義
体
制
に
注
目
す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
権
威
主
義
体
制
と
は
、
第
一
に
限
定
的
な
政
治
的
多
元
主

義
を
伴
い
、
精
緻
な
指
導
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
存
在
し
な
い
が
、
独
特
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
持
つ
政
治
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
第
二
に

特
定
の
体
制
発
展
の
時
期
を
除
け
ば
、
広
範
で
集
中
的
な
政
治
動
員
は
な
い
が
、
指
導
者
あ
る
い
は
小
グ
ル
ー
プ
が
、
公
に
は
不
明
確

で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
予
測
可
能
な
規
範
の
中
で
権
力
を
行
使
す
る
よ
う
な
政
治
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
権
威
主
義
体
制
が
、
あ
る
程
度
の
市
民
社
会
の
発
展
を
可
能
に
し
、
全
国
的
な
支
持
基
盤
を
持
つ
体
制
内
の

改
革
派
も
存
在
す
る
た
め
、
妥
協
に
も
と
づ
く
移
行
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
こ
の
下
で
は
、
市
民
社
会
と
政
治
社
会
と
い
う
民

主
勢
力
が
存
在
す
る
の
で
、
も
し
支
配
勢
力
が
外
国
と
の
戦
争
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
民
主
勢
力
が
選
挙
と
い
う
経
路
を
要
求
す

る
な
ら
ば
、
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
体
制
移
行
が
軍
部
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
も
、「
制
度
と

し
て
の
軍
部
」
と
「
政
府
と
し
て
の
軍
部
」
が
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
制
度
と
し
て
の
軍
部
」
が
市
民
社
会
と
政
治
社
会
の
民
主

化
要
求
を
受
け
入
れ
て
、「
政
府
と
し
て
の
軍
部
」
に
対
し
て
、
選
挙
を
実
施
す
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け
る
と
い
う((((
。
そ
の
結
果
、
リ

ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
は
、
四
つ
の
非
民
主
主
義
体
制
の
中
で
、
あ
る
程
度
の
政
治
的
多
元
主
義
を
許
容
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
民
社
会
と

政
治
社
会
の
発
達
を
も
た
ら
し
う
る
権
威
主
義
体
制
を
、
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
の
可
能
性
が
最
も
高
い
体
制
で
あ
る
と
見
な
す
。
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リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
は
、
ア
ク
タ
ー
の
選
択
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
既
存
の
政
治
体
制
に
注
目
し
、
制
度
や
体
制
な
ど
を
、
直
接

的
に
ア
ク
タ
ー
の
選
択
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
選
択
の
幅
を
広
げ
た
り
狭
め
た
り
す
る
も
の
と
位
置
付
け
る
。
具
体
的
に

彼
ら
は
、
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
が
移
行
の
類
型
の
中
で
最
も
理
想
的
に
見
な
し
て
い
る
妥
協
が
ど
う
や
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
か
と
い

う
問
題
を
当
時
の
制
度
や
体
制
を
根
拠
と
し
て
分
析
し
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
民
主
化
の
必
要
条
件
と
し
て
、
国
民
国
家
の
存
在
を
取

り
上
げ
、
体
制
移
行
に
関
わ
っ
た
政
党
、
市
民
社
会
、
お
よ
び
軍
部
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
民
主
化
理
論
に

お
け
る
近
代
化
理
論
の
構
造
決
定
論
か
ら
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
の
主
意
主
義
的
分
析
へ
の
急
激
な
移
動
を
回
避
す
る
た
め
に
、
各
ア
ク

タ
ー
の
選
択
と
そ
れ
を
制
約
す
る
制
度
的
要
因
と
の
関
係
に
着
目
し
た
理
論
モ
デ
ル
の
構
築
を
試
み
た
も
の
と
い
え
る((((
。
し
か
し
こ
の

研
究
は
、「
制
度
」
と
「
ア
ク
タ
ー
の
選
択
」
と
の
関
係
を
説
明
す
る
際
に
、
制
度
が
ア
ク
タ
ー
に
及
ぼ
す
影
響
を
解
明
で
き
た
と
し

て
も
、
ア
ク
タ
ー
が
制
度
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
う
る
部
分
、
つ
ま
り
両
者
が
相
互
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。

リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
洞
察
に
基
づ
い
て
「
八
七
年
民
主
化
」
を
分
析
す
る
業
績
に
は
、
武
田
の
研
究
が
あ
る
。
彼
は
、
民
主
化
の

た
め
の
鍵
的
な
条
件
と
し
て
、「
軍
部
の
政
治
か
ら
の
撤
退
」
と
「
反
体
制
内
勢
力
の
穏
健
派
が
反
体
制
内
の
急
進
派
よ
り
も
優
位
に

な
る
こ
と
」
と
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
「
八
七
年
民
主
化
」
を
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
と
い
う
項
目
を
含
め
た
「
六
・

二
九
宣
言
」
と
、
一
九
八
七
年
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
大
統
領
選
挙
で
野
党
候
補
が
敗
北
し
た
点
に
注
目
し
、
政
府
の
全
面
的
譲
歩
に

よ
る
権
威
主
義
ル
ー
ル
の
放
棄
と
、
統
治
権
力
の
喪
失
を
回
避
す
る
た
め
の
政
府
の
主
体
的
選
択
と
い
う
「
逃
避
型((((
」
で
あ
る
と
定
義

す
る
。「
八
七
年
民
主
化
」
に
関
す
る
彼
の
分
析
を
見
れ
ば
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
方
法
論
と
同
じ
く
「
制
度
的
要
因
」
を
介
在
し

た
四
者
ゲ
ー
ム
理
論
に
依
拠
し
、「
八
七
年
民
主
化
」
が
「
逃
避
型
」
と
な
っ
た
理
由
を
軍
部
と
政
党
と
い
う
「
制
度
的
要
因
」
に
求

め
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
軍
部
に
つ
い
て
は
、「
政
府
と
し
て
の
軍
部
」
と
「
制
度
と
し
て
の
軍
部
」
と
分
け((((
、
移
行
過
程
で
「
制
度
と
し
て
の
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軍
部
」
の
役
割
を
重
視
す
る
。
彼
は
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
軍
の
急
速
な
組
織
成
長
が
「
一
心
会
」
の
よ
う
な
将
校
団
内
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
派
閥
の
形
成
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
朴
正
煕
政
権
か
ら
軍
要
職
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
の
本
然
の
義
務
を
重
視
す
る

旧
専
門
職
業
意
識
の
育
成
も
遅
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
八
〇
年
代
の
体
制
移
行
期
に
入
っ
て
か
ら
変

化
が
現
れ
る
。
彼
は
「
八
七
年
民
主
化
」
当
時
の
「
一
心
会
」
内
部
で
、
盧
泰
愚
を
中
心
と
し
た
「
制
度
と
し
て
の
軍
部
」
が
ク
ー
デ

タ
ー
な
ど
に
よ
る
軍
の
政
治
介
入
を
否
定
的
に
と
ら
え
た
点
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
武
田
は
、
韓
国
が
軍
部
支
配
体
制
の
下
で
、
民
主

化
を
成
功
さ
せ
た
理
由
を
大
多
数
の
一
般
将
校
の
間
に
旧
専
門
職
業
主
義
と
政
治
的
中
立
の
原
則
が
根
付
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
見

な
す((((
。

第
二
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
反
対
政
党
の
存
在
有
無
と
、
そ
れ
が
体
制
移
行
に
及
ぼ
す
貢
献
と
い
う
基
準
で
、「
一
党
独

裁
体
系
」、「
一
党
主
導
体
系
」、「
一
党
統
治
体
系
」、
お
よ
び
「
覇
権
的
政
党
体
系
」
と
四
分
類
す
る
。
そ
の
上
、
反
対
政
党
が
存
在

し
、
そ
の
政
党
が
体
制
移
行
に
お
い
て
、
一
定
の
役
割
を
果
た
す
政
党
シ
ス
テ
ム
を
「
一
党
統
治
体
系
」
と
「
覇
権
的
政
党
体
系
」
と

見
な
す((((
。
韓
国
の
場
合
、
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
以
後
、
政
党
が
間
接
的
な
軍
事
支
配
を
正
当
化
す
る
装
置
と
し
て
活
用
さ
れ
る
な
ど
、
形

式
的
に
も
政
治
制
度
を
維
持
し
た
た
め
、
対
抗
エ
リ
ー
ト
と
一
般
大
衆
に
異
議
申
し
立
て
の
機
会
を
与
え
、
統
治
ル
ー
ル
に
関
す
る
政

党
間
協
議
の
場
も
提
供
さ
れ
た
と
い
う((((
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
政
党
を
通
し
て
、
市
民
社
会
も
、
社
会
諸
集
団
間
の
連
携
を
図
り
つ

つ
、
反
政
府
運
動
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
し
か
し
彼
は
、
当
時
の
反
政
府
運
動
が
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
と

い
う
争
点
で
、
権
威
主
義
ル
ー
ル
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
韓
国
の
反
対
政
党
の
制
度
化
水
準
が
低
か
っ

た
た
め
、
統
治
エ
リ
ー
ト
か
ら
統
治
権
力
を
奪
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
、「
八
七
年
民
主
化
」
が
「
逃
避
型
」
に
帰
着
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う((((
。

以
上
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
武
田
は
、
権
威
主
義
体
制
下
の
軍
部
と
政
党
と
い
う
制
度
に
着
目
し
て
、
八
七
年
当
時
に
支
配
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勢
力
が
軍
の
動
員
よ
り
も
民
主
化
へ
の
妥
協
を
選
択
し
た
理
由
、
ま
た
一
般
大
衆
か
ら
の
反
政
府
運
動
が
い
か
に
組
織
化
さ
れ
、
支
配

勢
力
か
ら
の
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
分
析
に
は
、

一
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
彼
は
「
八
七
年
民
主
化
」
が
「
制
度
と
し
て
の
軍
部
」
を
背
負
い
な
が
ら
、
体
制
内
改
革
派
の
代
表
で
あ
っ

た
盧
泰
愚
が
軍
の
動
員
を
拒
み
、「
六
・
二
九
宣
言
」
を
す
る
こ
と
で
、
可
能
だ
っ
た
と
い
う
。
結
果
的
に
見
れ
ば
、
盧
泰
愚
に
よ
っ

て
「
六
・
二
九
宣
言
」
が
発
表
さ
れ
、
当
時
の
反
政
府
運
動
を
一
区
切
り
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
当
時
の
人
事
権
が
全
斗
煥
に

あ
っ
た
こ
と
や
、
全
斗
煥
に
よ
っ
て
盧
泰
愚
が
次
期
大
統
領
候
補
に
指
名
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
一
連
の
状
況
を
み
れ
ば
、
全
斗
煥
を
排

除
し
、
盧
泰
愚
が
「
六
・
二
九
宣
言
」
を
主
導
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
に
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
韓
国
で
民
主

化
が
可
能
で
あ
っ
た
理
由
を
旧
専
門
職
業
主
義
が
根
付
い
て
い
た
「
制
度
と
し
て
の
軍
部
」
の
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
れ

も
軍
全
体
の
人
事
権
を
持
っ
て
い
る
全
斗
煥
が
軍
部
へ
及
ぼ
す
影
響
を
看
過
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
分
析
を
見
れ

ば
、「
制
度
」
と
「
ア
ク
タ
ー
の
選
択
」
と
の
関
係
を
両
者
の
相
互
作
用
と
い
う
面
で
は
な
く
、「
制
度
」
か
ら
「
ア
ク
タ
ー
」
へ
及
ぼ

す
影
響
だ
け
を
取
り
扱
う
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
エ
リ
ー
ト
を
中
心
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
た
め
、
支
配
勢
力
と
盧
泰
愚
が
「
六
・

二
九
宣
言
」
を
選
ぶ
し
か
な
か
っ
た
中
間
過
程
︵
権
力
内
部
の
力
学
関
係
お
よ
び
社
会
的
圧
力
︶
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。

第
四
節
．
新
し
い
分
析
方
法
へ
の
転
換
の
必
要
性

「
八
七
年
民
主
化
」
を
分
析
す
る
歴
史
的
構
造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
構
造
決
定
論
的
分
析
か
ら
主
意
主
義
的
分
析
へ
の
急
激
な
移
動

を
回
避
す
る
た
め
の
分
析
方
法
と
し
て
、
な
ぜ
、
権
威
主
義
体
制
の
支
配
勢
力
が
民
主
化
と
い
う
妥
協
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
い
た
の
か
、
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つ
ま
り
各
ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
に
対
す
る
根
拠
を
提
示
す
る
た
め
に
、
当
時
の
構
造
的
、
状
況
的
、
お
よ
び
制
度
的
要
因
に
着
目
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
構
造
変
化
」
と
「
ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
」
の
間
に
存
在
し
う
る
一
定
の
タ
イ
ム
ラ
グ
や
中
間

過
程
を
一
体
化
し
て
説
明
し
た
た
め
、
様
々
な
疑
問
や
事
実
の
歪
曲
を
も
た
ら
し
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
の
支
配
勢
力
に
は
、
政
策
決

定
権
、
情
報
操
作
能
力
、
お
よ
び
軍
指
揮
権
な
ど
が
揃
え
ら
れ
、
十
分
、
自
ら
の
既
得
権
を
維
持
す
る
た
め
に
構
造
的
条
件
を
操
作
し

う
る
力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
歴
史
的
構
造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
構
造
、
状
況
、
お
よ
び
制
度
な
ど
の
実
在
的
部
分
の
変
化
に
集
中
し

た
あ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
も
支
配
勢
力
が
自
ら
の
既
得
権
を
守
ろ
う
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
縮
小
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

例
え
ば
、
実
際
の
八
〇
年
代
の
移
行
過
程
を
見
れ
ば
、「
構
造
の
変
化
」
か
ら
出
発
し
て
、
各
ア
ク
タ
ー
が
自
ら
の
選
択
を
決
め
る
ま

で
、
一
定
の
時
間
が
所
要
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
様
々
な
反
転
と
逆
転
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
構
造
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
「
八
七
年
民
主
化
」
を
分
析
す
る
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
部
分
を
軽
視
し
が
ち
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
た
と
え
構
造
的
、
状
況
的
、
及
び
制
度
的
要
因
が
各
ア
ク
タ
ー
の
選
択
に
制
約
を
か
け
た
と
し
て
も
、
支
配
勢
力

が
自
ら
の
既
得
権
を
保
障
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
で
は
な
く
、
危
険
な
選
挙
を
選
ぶ
し
か
な
か
っ
た
理
由
を
、
彼
ら
の
認
識
変
化
に
視
座
を

当
て
、
分
析
で
き
る
枠
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
構
造
と
ア
ク
タ
ー
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
認
識
部
分
を
取
り

扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
八
七
年
民
主
化
」
の
争
点
で
あ
っ
た
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
が
、
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
ま

で
分
析
し
、
そ
れ
を
通
し
て
、
よ
り
十
全
に
「
八
七
年
民
主
化
」
の
内
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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む
す
び
に
か
え
て

本
稿
は
、「
八
七
年
民
主
化
」
に
関
す
る
既
存
の
研
究
動
向
を
、
主
に
三
つ
に
分
け
て
整
理
し
て
み
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
民
主

化
の
一
般
理
論
と
い
か
な
る
つ
な
が
り
を
持
っ
て
、「
八
七
年
民
主
化
」
過
程
を
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
か
を
分
析
し
、
そ

の
総
合
的
な
分
析
枠
組
の
必
要
性
ま
で
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。

ま
ず
、
近
代
化
理
論
を
背
景
と
し
て
「
八
七
年
民
主
化
」
過
程
を
分
析
す
る
研
究
の
場
合
は
、
経
済
発
展
と
政
治
発
展
と
の
関
係
に

基
づ
い
て
、
経
済
発
展
が
中
産
階
層
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
実
が
、
民
主
主
義
体
制
へ
の
転
換
に
肯
定
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
際
に
中
産
階
層
が
「
民
主
主
義
へ
の
転
換
」
に
強
い
動
機
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
ま
た
彼

ら
の
要
求
が
政
治
領
域
で
反
映
さ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
構
造
決
定
論
的
か
つ

社
会
還
元
主
義
的
方
法
を
克
服
す
る
た
め
に
、
移
行
過
程
に
参
加
す
る
各
ア
ク
タ
ー
の
選
択
を
中
心
に
移
行
の
結
果
を
分
析
し
よ
う
と

し
た
。
し
か
し
、
ア
ク
タ
ー
中
心
理
論
に
基
づ
い
て
「
八
七
年
民
主
化
」
を
分
析
し
た
研
究
は
、
支
配
勢
力
が
「
大
統
領
直
接
選
挙
制

へ
の
改
憲
」
に
同
意
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
市
民
社
会
か
ら
の
影
響
な
し
に
、
支
配
勢
力
の
独
自
的
行
動
に
よ
っ
て
、
妥
協
が
行
わ
れ

た
か
の
よ
う
な
誤
解
を
も
た
ら
し
た
。
結
局
、
こ
れ
は
支
配
勢
力
が
自
ら
の
既
得
権
を
不
安
に
さ
せ
る
選
挙
を
受
け
入
れ
た
理
由
を
め

ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
の
分
岐
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
、
両
理
論
に
対
す
る
対
案
的
立
場
と
し
て
出
現
し
た
の
が
歴
史
的
構

造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
ア
ク
タ
ー
が
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
と
い
う
選
択
肢
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
、

構
造
的
、
状
況
的
、
及
び
制
度
的
な
ど
の
歴
史
的
構
造
を
根
拠
と
し
て
、
様
々
な
可
能
性
を
提
示
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
各
ア
ク

タ
ー
が
歴
史
的
構
造
を
い
か
に
認
識
す
る
か
に
よ
っ
て
、
結
果
も
変
わ
り
う
る
と
い
う
事
実
を
見
逃
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
構
造
と
ア

ク
タ
ー
と
い
う
関
係
の
中
で
一
つ
の
結
果
を
導
き
出
す
際
に
「
構
造
の
変
化
」
と
「
ア
ク
タ
ー
の
選
択
変
化
」
と
の
間
に
存
在
し
う
る
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一
定
の
タ
イ
ム
ラ
グ
や
中
間
過
程
を
一
体
化
し
、
民
主
化
過
程
の
中
で
現
れ
た
支
配
勢
力
と
対
抗
勢
力
と
の
間
の
反
転
と
逆
転
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
き
ち
ん
と
分
析
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
支
配
勢
力
が
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
分
析
す
る
た
め
に
、
実
在

し
た
構
造
を
見
て
、
そ
れ
を
各
ア
ク
タ
ー
が
い
か
に
認
識
し
、
ま
た
そ
の
認
識
変
化
に
よ
っ
て
、
各
ア
ク
タ
ー
の
選
択
は
い
か
に
変
わ

る
の
か
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
次
回
か
ら
本
稿
は
、
構
造
、
ア
ク
タ
ー
、
認
識
領
域
と
い
う
三
層
領
域
に

基
づ
い
て
、
ア
ク
タ
ー
の
選
択
に
決
定
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
認
識
領
域
が
い
か
に
変
わ
る
か
を
取
り
扱
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
上
、
そ

れ
を
通
し
て
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
」
と
い
う
対
案
が
い
か
に
形
成
さ
れ
、
な
ぜ
各
ア
ク
タ
ー
は
「
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ

の
改
憲
」
が
最
善
の
選
択
肢
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
に
合
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
を
分
析
し
う
る
枠
組
を
提
示
し
た
い
。

注
⑴　

小
野
耕
二
﹃
比
較
政
治
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
三
〇
頁
。

小
野
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
政
治
理
論
の
特
徴
を
、
主
に
文
脈
主
義
、
還
元
論
、
功
利
主
義
、
道
具
主
義
、
機
能
主
義
と
い
う
五
つ
の
項
目

に
分
け
て
ま
と
め
て
い
る
。
特
に
一
定
の
経
済
成
長
が
政
治
を
進
歩
さ
せ
る
面
を
強
調
す
る
近
代
化
理
論
に
は
、
政
治
発
展
を
あ
る
均
衡
へ
向
か
う

効
率
性
を
重
視
す
る
点
で
、
機
能
主
義
的
要
素
が
潜
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
。

⑵　

Jean G
rugel, D

em
ocratization:a critical introduction, Palgrave Press, 2002, p.47.

︵
仲
野　

修
訳
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
民
主
化
︱
そ
の
光

と
影
︱
﹄
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
、
五
六
頁
。︶

⑶　

武
田
康
裕
﹃
民
主
化
の
比
較
政
治
︱
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
体
制
変
動
過
程
︱
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
四
二
頁
。

武
田
は
、
近
代
化
の
意
味
を
「
一
般
的
に
、
近
代
と
い
う
言
葉
の
通
念
は
、
社
会
の
産
業
化
と
近
代
国
家
の
建
設
が
始
ま
る
18
世
紀
以
降
の
全
時
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代
に
及
び
、
か
つ
人
間
生
活
の
全
領
域
に
及
ぶ
現
象
で
あ
る
」
と
言
い
、
近
代
化
を
産
業
化
の
後
に
見
ら
れ
た
政
治
発
展
の
過
程
と
し
て
、
一
括
的

に
表
す
用
語
と
捉
え
る
。

⑷　

加
茂
利
男
・
大
西　

仁
・
石
田　

徹
・
伊
藤
恭
彦
﹃
現
代
政
治
学　

第
二
版
﹄
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
、
二
三
四
頁
。

社
会
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
政
治
的
要
求
が
利
益
集
団
や
政
党
の
よ
う
な
組
織
を
媒
介
に
し
て
国
家
に
至
り
、
そ
の
国
家
は
集
約
さ
れ

た
政
治
的
要
求
を
一
貫
し
た
政
策
へ
と
転
換
さ
せ
る
な
ど
、
政
治
を
経
済
の
従
属
変
数
と
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

⑸　

W
.W

.R
ostow

, The Stages of Econom
ic G

row
th: a N

on-C
om

m
unist M

anifesto, C
am

bridge U
niversity Press, 1960, Ibid., pp.4-10.

︵
木
村
健

康
・
久
保
ま
ち
子
・
村
上
泰
亮
訳
﹃
経
済
成
長
の
諸
段
階
﹄
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
四
年
、
七
︱
一
六
頁
。︶

Ｗ
・
Ｗ
・
ロ
ス
ト
ウ
に
よ
る
五
つ
の
成
長
段
階
に
は
、
伝
統
的
社
会
、
離
陸
の
た
め
の
先
行
条
件
期
、
離
陸
期
、
成
熟
へ
の
前
進
期
、
高
度
大
衆

消
費
時
代
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

第
一
に
伝
統
的
社
会
か
ら
離
陸
の
た
め
の
先
行
条
件
期
へ
の
変
化
を
見
る
と
、
こ
こ
で
伝
統
的
社
会
を
近
代
科
学
と
技
術
を
十
分
に
利
用
し
う
る

形
と
し
て
な
っ
て
お
ら
ず
、
算
出
高
が
限
ら
れ
た
生
産
函
数
の
枠
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
社
会
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︱
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び

ニ
ュ
ー
ト
ン
以
前
︱
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
社
会
は
、
経
済
発
展
に
よ
っ
て
、
国
家
の
尊
厳
、
個
人
的
利
益
、
お
よ
び
一
般
福
祉
が
必
要
条

件
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
も
た
ら
す
。
ま
た
教
育
は
、
近
代
的
経
済
活
動
の
要
求
に
応
え
る
よ
う
に
拡
大
さ
れ
、
新
し
い
企
業
家
精
神
の
溢
れ
る
人

間
が
私
的
経
済
部
門
や
政
府
に
現
れ
、
資
本
を
動
員
す
る
た
め
の
制
度
が
出
現
す
る
。
故
に
、
既
存
の
伝
統
的
社
会
に
新
し
い
生
産
函
数
を
も
た
ら

す
が
、
既
存
の
伝
統
的
な
生
産
方
法
、
社
会
構
造
、
お
よ
び
価
値
に
よ
っ
て
、
経
済
発
展
の
速
度
は
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
を
離
陸
の
た
め
の
先

行
条
件
期
と
い
う
。

第
二
に
離
陸
の
た
め
の
先
行
条
件
期
か
ら
離
陸
期
へ
の
変
化
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
新
し
い
工
業
の
急
速
な
発
展
が
利
潤
を
生
み
、
そ
の
利

潤
が
新
し
い
工
場
設
備
に
再
投
資
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
工
業
が
工
場
労
働
者
に
対
す
る
需
要
お
よ
び
労
働
者
の
生
活
に
必
要
な
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サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
増
加
、
そ
の
他
の
製
造
品
に
対
す
る
需
要
の
増
大
を
通
し
て
、
都
市
発
展
や
近
代
的
工
業
設
備
の
拡
大
を
刺
激
す
る
。
こ

の
よ
う
な
発
展
が
、
経
済
の
基
本
構
造
お
よ
び
社
会
的
、
政
治
的
構
造
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
今
後
、
着
実
な
成
長
率
を
常
に
維
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

第
三
に
離
陸
か
ら
成
熟
へ
の
前
進
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
離
陸
が
始
ま
っ
て
か
ら
約
六
〇
年
後
に
訪
れ
る
。
離
陸
の
時
期
に
存
在
し
た
産
業

は
、
技
術
改
良
に
よ
っ
て
脱
落
し
、
新
し
い
産
業
発
展
に
速
度
が
加
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
経
済
は
、
生
産
し
よ
う
と
思
う
も
の
は
何
で
も
生
産

し
う
る
時
期
で
あ
る
。

最
後
に
成
熟
へ
の
前
進
期
か
ら
高
度
大
衆
消
費
時
代
で
あ
る
。
成
熟
へ
の
前
進
期
に
は
、
二
つ
の
変
化
が
起
こ
る
。
一
つ
は
、
一
人
当
た
り
の
所

得
の
増
加
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
が
基
本
的
な
衣
食
住
を
超
え
て
自
由
に
消
費
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
り
、
も
う
一
つ
は
、
都
市
人
口
の
比
率
が
増

加
し
、
事
務
労
働
者
と
熟
練
工
場
労
働
者
の
比
率
が
増
え
る
。
こ
う
し
て
、
社
会
は
優
先
的
に
近
代
技
術
を
拡
大
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
増
大
し
た

資
源
を
社
会
福
祉
と
社
会
保
障
に
割
り
当
て
る
道
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
る
。

⑹　

Ibid., p.2.

︵
同
書
、
五
頁
。︶

⑺　

Seym
our M

artin Lipset, Political M
an: The Social Bases of Politics, D

oubleday Press, 1960, p.46.

︵
内
山
秀
夫
訳
﹃
政
治
の
中
の
人
間
﹄
東

京
創
元
新
社
、
一
九
七
〇
年
、
五
〇
頁
。︶ 

⑻　

Ibid., pp.48-59.

︵
同
書
、
五
二
︱
五
九
頁
。︶

⑼　

Phillips C
utright, N

ational Political D
evelopm

ent: M
easurem

ent and A
nalysis, Am

erican Sociological Review
, Vol28, N

o2, 1963, pp. 254-

255, 259, 260.

カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
は
、
経
済
的
発
展
と
民
主
主
義
と
の
相
関
関
係
を
認
め
つ
つ
も
、
リ
プ
セ
ッ
ト
の
研
究
に
対
す
る
批
判
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

彼
は
、
リ
プ
セ
ッ
ト
の
用
い
た
富
の
指
標
に
含
ま
れ
て
い
る
一
千
人
あ
た
り
の
電
話
保
有
の
指
標
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
民
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主
主
義
国
家
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
独
裁
国
家
の
方
が
高
い
と
指
摘
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
点
で
リ
プ
セ
ッ
ト
の
尺
度
が
民
主
主
義
国
と
非
民
主
主

義
国
を
区
別
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
言
う
。
さ
ら
に
リ
プ
セ
ッ
ト
の
統
計
的
研
究
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｓ
︵N

ational Political System

︶
と
い
う
従
属
変
数

を
重
要
に
取
り
扱
わ
ず
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
、
適
切
な
概
念
化
を
し
な
い
こ
と
で
、
民
主
的
政
治
体
制
と
非
民
主
的
政
治
体
制
に
存
在
す
る
繊
細

な
多
様
性
ま
で
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

こ
う
し
て
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
は
、
教
育
シ
ス
テ
ム
︵educational system

s

︶、
経
済
的
発
展
︵econom

ic developm
ent

︶、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

構
造
︵com

m
unication system

s

︶、
都
市
化
︵urbanization

︶、
お
よ
び
労
働
者
の
配
置
︵labor force distribution

︶
と
い
う
社
会
経
済
発
展
に
も

と
づ
く
国
家
構
造
と
政
治
発
展
と
の
相
互
依
存
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ち
な
み
に
彼
は
、
七
七
カ
国
の
デ
ー
タ
を
対
象
と
し
、
四

つ
の
変
数
と
政
治
発
展
と
の
関
係
を
算
出
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
政
治
発
展
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
と
密
接
に
相
関
し
、
ま
た
、
そ
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
が
都
市
化
や
教
育
シ
ス
テ
ム
と
強
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

た
と
え
ば
カ
ッ
ト
ラ
イ
ト
は
、
上
述
の
算
出
値
に
も
と
づ
い
て
、「
政
治
発
展
の
実
質
価
値
︵the actual value of political developm

ent

︶
︱
政

治
発
展
の
予
想
価
値
︵the predicted value of political developm

ent

︶
＝
＋
の
値
の
場
合
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
エ
ラ
ー
︵positive error

︶
／
︱
の

値
の
場
合
は
、
ネ
ガ
チ
ブ
誤
差
︵negative residual
︶」
と
い
う
等
式
を
作
り
、
七
七
カ
国
の
政
治
発
展
度
を
評
価
し
た
。
そ
こ
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
エ

ラ
ー
の
数
値
が
高
い
国
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
国
は
国
際
的
葛
藤
や
植
民
地
支
配
な
ど
の
混
乱
の
な
い
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
こ

の
混
乱
と
い
う
要
素
は
、
組
織
の
複
雑
性
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
政
治
発
展
の
予
想
価
値
を
高
め
、
ネ
ガ
チ
ブ
誤
差
を
大
き
く
さ
せ
る
な
ど
、
従
属

変
数
で
あ
るN

PS

︵N
ational Political System

︶
の
特
性
ま
で
を
考
慮
す
る
よ
う
に
な
る
。

⑽　

D
eane E.N

eubauer, Som
e C

onditions of D
em

ocracy, Am
erican Political Science Review

, Vol61, N
o4, 1967, p.1003.

⑾　

Ibid., p.1006.

⑿　

Ibid., p.1008.
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⒀　
Ibid., pp.1008-1009.

⒁　

渡
辺
の
分
析
は
、
近
代
化
理
論
に
対
す
る
Ｇ
・
オ
ド
ン
ネ
ル
の
批
判
と
一
致
す
る
点
が
あ
る
。
オ
ド
ン
ネ
ル
は
、
政
治
発
展
と
社
会
経
済
的
発
展

を
量
的
資
料
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
機
械
的
進
歩
と
し
て
取
り
扱
う
近
代
化
理
論
の
方
法
を
社
会
中
心
的
と
い
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。「
た
と
え
、
彼
ら
か
ら
見
る
国
家
に
は
、
程
度
の
差
が
あ
っ
て
も
、
決
し
て
無
視
で
き
な
い
自
律
的
な
推
進
力
や
主
導
的
な
能
力
を
有
し
て
い

る
社
会
的
要
因
が
あ
る
事
実
を
無
視
し
、
否
定
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
を
市
民
社
会
の
従
属
的
あ
る
い
は
道
具
的
変
数
と
し
て
取
り

扱
う
。」
つ
ま
り
オ
ド
ン
ネ
ル
は
、
全
体
社
会
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
各
利
益
の
統
合
と
い
う
多
元
主
義
的
観
点
か
ら
政
治
︵
＝
国
家
︶
を
捉
え
る
こ

と
を
拒
否
し
つ
つ
、
国
家
の
自
律
性
に
着
目
す
る
。
そ
の
上
、
資
本
主
義
発
展
の
深
化
が
後
発
国
で
は
、
官
僚
的
権
威
主
義
体
制
の
出
現
を
促
し
た

と
主
張
す
る
な
ど
、
近
代
化
理
論
の
政
治
と
経
済
と
の
単
線
的
関
係
を
批
判
し
た
。︵G

uillerm
o A

. O
’D

onnell “C
orporatism

 and the Q
uestion of 

the state ” in Jam
es M

. M
alloy, Authoritarianism

 and C
orporatism

 in Latin Am
erica, Pittsburg U

niversity Press,1977.pp.51-55.

︶

⒂　

渡
辺
利
夫
「
韓
国
︱
経
済
発
展
と
権
威
主
義
の
溶
解
︱
」﹃
ア
ジ
ア
研
究
﹄
第
三
六
巻
三
号
、
一
九
九
〇
年
、
二
一
頁
。

⒃　

同
上
、
二
〇
頁
。

⒄　

同
上
、
二
一
頁
。

⒅　

H
an Sung-Joo,South K

orea: Politics in Transition, in L.D
iam

ond and Juan J.Linz and S.M
.Lipset

︵eds.

︶, D
em

ocracy in Asia, V
istaar 

Publication Press, 1989, p.268.

⒆　

Ibid., p.295.

彼
ら
は
、
韓
国
民
主
化
の
阻
害
要
因
と
し
て
「
低
い
レ
ベ
ル
の
社
会
的
多
元
主
義
」、「
高
度
の
中
央
集
権
的
な
社
会
政
治
構
造
」、
及
び
「
権
威

主
義
の
社
会
パ
タ
ー
ン
と
価
値
」
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
一
方
、
促
進
要
因
に
は
「
知
識
階
層
の
民
主
主
義
の
社
会
化
」、「
中
産
階
層
の
増
加
」、

「
抑
圧
コ
ス
ト
の
増
加
」、
お
よ
び
「
持
続
的
経
済
発
展
に
よ
る
国
家
地
位
の
向
上
と
民
主
主
義
的
価
値
の
重
要
性
の
拡
大
」
な
ど
に
注
目
す
る
。
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⒇　
Ibid., p.294.

�　

一
九
七
九
年
一
〇
月
一
六
日
か
ら
一
〇
月
二
〇
日
ま
で
の
事
件
と
し
て
、
一
六
日
に
釜
山
大
の
学
生
四
〇
〇
〇
人
が
午
後
八
時
に
釜
山
市
役
所
の

前
で
集
結
し
、
維
新
撤
廃
、
独
裁
打
倒
、
お
よ
び
野
党
弾
圧
中
止
な
ど
を
叫
び
な
が
ら
、
警
察
と
対
置
し
た
こ
と
が
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
学
生
デ
モ
は
、
一
七
日
に
高
校
生
と
市
民
た
ち
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
た
が
、
こ
の
日
に
一
〇
五
八
人
が
警
察

に
逮
捕
さ
れ
、
放
送
局
、
役
所
、
お
よ
び
警
察
署
な
ど
の
公
共
機
関
が
破
壊
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
八
日
に
は
、
馬
山
市
︵
釜
山
市
か
ら
バ
ス
で
一
時

間
の
距
離
︶
に
あ
る
慶
南
大
の
学
生
五
〇
〇
人
が
「
今
、
釜
山
で
は
わ
れ
わ
れ
の
友
人
た
ち
が
維
新
独
裁
に
抵
抗
し
な
が
ら
、
血
を
流
し
て
い
る
」

と
知
ら
せ
な
が
ら
、
市
民
た
ち
の
合
流
を
導
き
出
し
た
。
結
局
、
馬
山
地
域
の
示
威
様
相
は
、
輸
出
自
由
地
域
の
労
働
者
と
高
校
生
ま
で
加
わ
っ

て
、
も
っ
と
活
発
に
な
っ
た
が
、
戒
厳
令
に
よ
る
軍
の
介
入
で
、
解
散
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
事
件
は
、
全
国
の
学
生
示
威
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
つ

い
に
は
一
〇
・
二
六
事
件
︵
朴
正
煕
大
統
領
暗
殺
事
件
︶
を
促
す
雷
管
と
な
っ
た
。︵
金
サ
ン
ウ
ン
﹃
解
放
後
の
政
治
史
一
〇
〇
場
面
︱
解
放
か
ら

金
大
中
集
権
ま
で
︱
﹄
カ
ラ
ン
企
画
、
二
〇
〇
一
年
、
二
七
九
－
二
八
二
頁
。︶

�　

A
nthony D

ow
ns, An Econom

ic Theory of D
em

ocracy, H
arper and R

ow, 1957, pp.27-28. ︵
古
田
精
司
訳
﹃
民
主
主
義
の
経
済
理
論
﹄
成
文
堂
、

一
九
八
〇
年
、
二
八
頁
－
二
九
頁
。︶

ダ
ウ
ン
ズ
と
類
似
し
た
方
法
論
に
基
づ
く
研
究
と
し
て
は
、M

ancur O
lson, The logic of collective action: public goods and theory of groups, 

H
arvard U

niversity Press, 1965. ︵
依
田　

博
・
森
脇
俊
雅
訳
﹃
集
合
行
為
論
：
公
共
財
と
集
団
理
論
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
。︶
を
取

り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ル
セ
ン
は
、
利
害
関
係
に
よ
っ
て
行
動
す
る
個
人
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
、
も
し
集
団
の
共
通
利
益
が
達
成
さ
れ
る

こ
と
が
各
個
人
の
利
益
を
も
た
ら
す
と
す
れ
ば
、
合
理
的
か
つ
利
己
的
な
個
人
は
、
集
団
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
と
主
張
す
る
。

�　

Ibid., p.20.

︵
同
書
、
二
〇
頁
。︶

�　

Ibid., p.51.

︵
同
書
、
五
三
頁
。︶
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�　

政
治
現
象
を
従
属
変
数
に
捉
え
る
社
会
還
元
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
し
て
、
自
律
的
国
家
の
存
在
を
認
識
し
、
活
用
し
た
研
究
と
し
て
は
、
以

下
の
研
究
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。︵G

uillerm
o.O

’D
onnell, M

ordernization and Bureaucratic Authoritarianism
: Studies in South Am

erican 

Politics, C
alifornia U

niversity Press, 1973.; Eric. A
. N

ordlinger, The A
utonom

y of D
em

ocratic State, H
arvard U

niversity Press, 1981.

︶

�　

D
ankw

art A
.R

ustow
, “Transitions to D

em
ocracy: Tow

ard a D
ynam

ic M
odel ”, C

om
parative Politics, Vol.2, N

o.3, 1970, pp.351-360

．

彼
の
理
論
は
、
社
会
経
済
的
発
展
を
必
修
条
件
と
し
つ
つ
、
民
主
主
義
を
説
明
し
た
場
合
、
非
民
主
主
義
国
で
あ
っ
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
戦
前
の
ド

イ
ツ
、
及
び
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
的
数
値
が
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
お
よ
び
ス
エ
ェ
ー
デ
ン
よ
り
も
高
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
を
取
り
上
げ
、
必
ず
し
も
社
会
経
済
的
要
因
が
民
主
主
義
の
必
修
条
件
と
し
て
成
り
立
た
な
い
と
指
摘

す
る
。

�　

Ibid., pp.346-347.

民
主
化
に
関
す
る
Ｄ
・
ロ
ス
ト
ウ
の
発
生
的
理
論
の
骨
格
に
は
、
主
に
安
定
し
た
民
主
主
義
を
維
持
す
る
要
因
に
関
す
る
機
能
的
説
明
と
発
生
的

説
明
と
の
区
別
を
前
提
に
し
つ
つ
、「
社
会
・
経
済
か
ら
政
治
へ
」、「
信
念
・
態
度
か
ら
行
動
へ
」
と
い
う
因
果
関
係
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
民
主

化
を
説
明
す
る
に
お
い
て
は
、
政
治
領
域
の
中
で
の
各
ア
ク
タ
ー
間
の
選
択
を
重
視
す
る
た
め
、
各
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
の
地
理
的
お
よ
び
社
会
的

な
条
件
の
均
等
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
。

�　

Ibid., pp.351-360

．

第
一
に
Ｄ
・
ロ
ス
ト
ウ
は
、
民
主
主
義
の
背
景
条
件
︵background condition

︶
と
し
て
、
統
一
し
た
国
民
国
家
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

彼
は
民
主
化
の
分
析
に
お
い
て
、
民
主
主
義
を
一
つ
の
統
治
シ
ス
テ
ム
と
捉
え
な
が
ら
、
将
来
、
民
主
主
義
国
と
な
る
国
で
、
大
多
数
の
市
民
が
何

の
疑
い
も
な
く
、
自
ら
が
い
か
な
る
政
治
共
同
体
に
属
し
て
い
る
の
か
を
確
信
で
き
る
統
一
し
た
国
民
国
家
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

す
る
。
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第
二
に
は
、
準
備
段
階
︵preparatory phase

︶
と
い
い
、
各
社
会
グ
ル
ー
プ
の
一
致
し
た
行
動
を
抑
圧
し
な
が
ら
、
指
導
者
の
な
い
社
会
グ
ル
ー

プ
を
刺
激
す
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
、
長
引
い
た
、
ま
た
い
つ
果
て
る
と
も
知
れ
な
い
政
治
的
闘
争
が
生
み
出
さ
れ
、
民
主
化
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過
程
が
始
ま
る
時
期
、
さ
ら
に
長
引
い
た
政
治
的
闘
争
は
、
結
局
、
各
指
導
者
を
二
つ
の
旗
標
に
集
ま
ら
せ
る
な
ど
、
政
治
的
争
点

の
両
極
化
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
な
準
備
段
階
は
、
各
政
治
的
指
導
者
が
民
主
的
手
続
き
の
重
要
な
部
分
を
制
度
化
す
る
こ
と
や
、
連
合
す
る
と

き
、
互
い
に
存
在
す
る
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
に
お
い
て
、
慎
重
な
決
定
を
導
き
出
す
。

第
三
に
彼
は
、
民
主
主
義
が
各
政
治
的
指
導
者
の
意
識
あ
る
決
定
過
程
か
ら
得
ら
れ
る
と
言
い
な
が
ら
、
妥
協
︵com

prom
ise

︶
と
い
う
要
素
を

重
視
す
る
。
彼
は
、
妥
協
に
関
し
て
選
挙
権
を
め
ぐ
っ
た
一
九
〇
七
年
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
闘
争
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
上
、
当
時
の
普

通
選
挙
権
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
内
の
保
守
主
義
者
、
自
由
主
義
者
、
及
び
社
会
主
義
者
な
ど
に
と
っ
て
、
気
に
入
ら
な
い
政
策
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に

着
目
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
普
通
選
挙
権
を
め
ぐ
っ
た
三
者
が
自
ら
の
主
要
な
利
益
を
排
除
し
、
次
善
︵second best

︶
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

結
局
、
そ
れ
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
妥
協
は
、
背
景
条
件
や
準
備
段
階
に
入
る
前
ま
で
は
行
わ
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
の
時
期

を
彼
は
、
決
定
段
階
︵decision phase

︶
と
い
う
。

最
後
に
、
民
主
化
へ
の
移
行
後
、
民
主
主
義
の
機
能
や
徐
々
に
増
加
す
る
競
争
の
経
験
は
、
政
治
家
た
ち
に
と
っ
て
民
主
主
義
の
実
践
と
信
念

を
強
化
さ
せ
、
ま
た
、
一
般
大
衆
に
は
、
彼
ら
と
政
治
家
と
を
連
結
さ
せ
る
政
党
組
織
の
有
効
な
連
携
の
よ
う
な
新
し
い
構
造
へ
の
適
応
を
促
す
。

こ
の
よ
う
に
一
般
大
衆
と
政
治
家
の
両
方
と
も
が
民
主
的
ル
ー
ル
に
完
全
に
順
応
す
る
時
期
を
、
Ｄ
・
ロ
ス
ト
ウ
は
、
習
慣
化
段
階
︵habituation 

phase

︶
と
定
義
し
た
。

�　

林
赫
伯
「
韓
国
に
お
け
る
民
主
化
過
程
の
分
析
︱
戦
略
的
選
択
理
論
を
中
心
に
︱
」﹃
市
場
・
国
家
・
民
主
主
義
﹄
ナ
ナ
ン
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、

二
五
六
頁
。

�　

金
ソ
ク
ジ
ュ
ン
「
民
主
化
過
程
に
お
け
る
国
家
と
支
配
連
合
︱
支
配
連
合
理
論
の
適
質
性
の
分
析
と
韓
国
の
事
例
へ
の
適
用
」﹃
社
会
批
評
7
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号
﹄、
一
九
九
二
年
、
二
九
四
頁
。

�　
「
上
か
ら
の
民
主
化
」
と
い
う
立
場
で
民
主
化
を
論
じ
る
研
究
と
し
て
、
以
下
の
業
績
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

Luciano M
artins, “The Liberalization of A

uthoritarian R
ule in B

razil ” in G
uillerm

o O
’D

onnell, Philippe C
.Schm

itter, and Laurence 

W
hitehead, eds, Transitions from

 Authoritarian Rule :Latin Am
erica, Johns H

opkins U
niversity Press, 1986.; M

anuel A
ntonio G

arreton,  

“The Political Evolution of the C
hilean M

ilitary R
egim

e and Problem
s in the Transition to D

em
ocracy ” in G

u illerm
o O

’D
onnell, Philippe 

C
.Schm

itter, and Laurence W
hitehead, eds, Transitions from

 A
uthoritarian R

ule: Latin A
m

erica, Johns H
opkins U

niversity Press, 1986.; Ju-

lio C
otler,  “M

ilitary Intervention and Transfer of Pow
er tk C

ilvilians in Peru ” in G
uillerm

o O
’D

onnell, Philippe C
.Schm

itter, and Laurence 

W
hitehead, eds, Transitions from

 Authoritarian Rule: Latin Am
erica, Johns H

opkins U
niversity Press, 1986.; C

harles G
.G

illespie, “U
ruguay ’s 

Transition from
 C

ollegial M
ilitary-Technocratic R

ule ” in G
uillerm

o O
’D

onnell, Philippe C
.Schm

itter, and Laurence W
hitehead, eds, Transi-

tions from
 Authoritarian Rule: Latin Am

erica, Johns H
opkins U

niversity Press, 1986.; Terry Lynn K
arl, “Petroleum

 and Political Pacts: The 

Transition to D
em

ocracy in Venezuela ” in G
uillerm

o O
’D

onnell, Philippe C
.Schm

itter, and Laurence W
hitehead, eds, Transitions from

 Au-

thoritarian Rule: Latin Am
erica, Johns H

opkins U
niversity Press, 1986.; 

�　

G
uillerm

o O
’D

onnell and Philippe  C
.Schm

itter, Transitions from
 Authoritarian Rule: Tentative C

onclusions about U
ncertain D

em
ocra-

cies, John H
opkins U

niversity, p.69

．︵
真
柄
秀
子
・
井
戸
正
伸
訳
﹃
民
主
化
の
比
較
政
治
学
﹄
未
来
社
、
一
九
九
六
年
、
一
七
〇
頁
。︶

�　
「
下
か
ら
の
民
主
化
」
と
い
う
立
場
で
民
主
化
を
論
じ
る
研
究
と
し
て
、
以
下
の
業
績
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

K
enneth M

axw
ell, “R

egim
e O

verthrow
 and the Prospects for D

em
ocratic Transition in Portugal ” in G

uillerm
o O

’D
onnell, Philippe 

C
.Schm

itter, and Laurence W
hitehead, eds, Transitions from

 Authoritarian Rule :Southern Europe, Johns H
opkins U

niversity Press, 1986.; 

P.N
ikiforos D

iam
andouros, “R

egim
e C

hange and the Prospects for D
em

ocracy in G
reece:1974-1983 ” in G

uillerm
o O

’D
onnell, Philippe 
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C
.Schm

itter, and Laurence W
hitehead, eds, Transitions from

 Authoritarian Rule: Southern Europe, Johns H
opkins U

niversity Press, 1986.
�　

G
uillerm

o O
’D

onnell and Philippe  C
.Schm

itter, Transitions from
 Authoritarian Rule: Tentative C

onclusions about U
ncertain D

em
ocra-

cies, John H
opkins U

niversity,pp.53.

︵
真
柄
秀
子
・
井
戸
正
伸
訳
﹃
民
主
化
の
比
較
政
治
学
﹄
未
来
社
、
一
九
九
六
年
、
一
三
八
頁
。︶

�　

Ibid.,p.49, 53.

︵
同
書
、
一
二
九
頁
、
一
三
六
頁
。︶

模
範
的
少
数
と
は
、
主
に
芸
術
家
と
知
識
人
を
指
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
人
々
が
大
学
、
文
芸
誌
、
専
門
職
団
体
、
お
よ
び
研
究
グ
ル
ー
プ

な
ど
の
集
団
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
、
そ
の
内
部
に
強
力
な
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
、
既
存
政
権
の
規
範
的
・
知
的
基
礎
を
腐
食
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
す
る
。
こ
う
し
て
広
範
囲
に
わ
た
る
反
対
勢
力
の
諸
層
に
は
、
既
存
政
権
の
腐
敗
へ
の
不
満
や
偏
重
さ
れ
た
資
本
分
配
に
よ
る
経
済
的
機
会

の
剥
奪
な
ど
に
対
し
て
、
損
益
計
算
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
の
中
に
共
通
の
目
標
、
共
通
の
憤
怒
が
造
成
さ
れ
る
。

�　

Ibid., pp.48-49.

︵
同
書
、
一
二
五
頁
－
一
二
七
頁
。︶

�　

金
ソ
ク
ジ
ュ
ン
「
民
主
化
過
程
に
お
け
る
国
家
と
支
配
連
合
︱
支
配
連
合
理
論
の
適
質
性
の
分
析
と
韓
国
の
事
例
へ
の
適
用
」﹃
社
会
批
評
七

号
﹄、
一
九
九
二
年
、
二
九
四
頁
。

�　

Seym
our M

artin Lipset, Political M
an: The Social Bases of Politics, D

oubleday Press, 1960, pp.64-65.

︵
内
山
秀
夫
訳
﹃
政
治
の
中
の
人
間
﹄

東
京
創
元
新
社
、
一
九
七
〇
年
、
七
四
頁
－
七
五
頁
。︶

リ
プ
セ
ッ
ト
の
場
合
、
正
統
性
を
現
行
政
治
諸
制
度
が
そ
の
社
会
に
と
っ
て
最
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
生
ぜ
し
め
、
ま
た
持
続
せ

し
め
る
そ
の
体
制
の
能
力
の
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
る
。
そ
の
上
、
彼
は
、
正
統
性
の
危
機
を
有
効
性
と
の
関
係
か
ら
着
目
し
て
、
主
要
集
団
の
期
待

が
新
し
い
構
造
下
で
も
従
属
さ
れ
な
い
限
り
、
い
つ
で
も
危
機
を
も
た
ら
し
う
る
と
い
う
。

�　

A
dam

 Przew
orski, “Som

e Problem
s in the Study of Transition to D

em
ocracy ” in G

uillerm
o. O

’D
onnell, Philippe C

.Schm
itter, and Lau-

rence W
hitehead, eds, Transitions from

 Authoritarian Rule: C
om

parative Perspectives, Johns H
opkins U

niversity Press, 1986, pp.51-52.; 
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A
dam

 Przew
orski, D

em
ocracy and The M

arket: Political and Econom
ic Reform

s in Eastern Europe and Latin Am
erica, C

am
bridge U

niver-

sity Press, 1991, pp.54-55.

︵
林
赫
伯
・
尹
ソ
ン
ハ
ク
訳
﹃
民
主
主
義
と
市
場
﹄
ハ
ン
ウ
ル
ア
カ
デ
ミ
、
一
九
九
七
年
、
八
六
頁
。︶

�　

Ibid., pp.68-69.

︵
同
書
、
一
〇
四
頁
。︶

�　

Ibid., p.69.
︵
同
書
、
一
〇
四
頁
。︶

�　

林
ソ
ン
ハ
ク
「
経
済
発
展
戦
略
、
社
会
集
団
の
変
動
、
お
よ
び
民
主
化
︱
韓
国
と
台
湾
の
比
較
研
究
︱
」﹃
延
世
社
会
科
学
研
究　

第
四
巻
﹄、
一

九
九
八
年
、
一
〇
五
頁
。

�　

林
赫
伯
「
韓
国
に
お
け
る
民
主
化
過
程
の
分
析
︱
戦
略
的
選
択
理
論
を
中
心
に
︱
」﹃
市
場
・
国
家
・
民
主
主
義
﹄
ナ
ナ
ン
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、

二
六
八
頁
。

�　

一
九
七
一
年
四
月
二
七
日
、
朴
正
熙
は
、
三
度
目
の
大
統
領
選
挙
に
挑
戦
す
る
が
、
野
党
の
金
大
中
候
補
に
九
五
万
票
で
辛
勝
す
る
。
さ
ら
に
五

月
の
国
会
議
員
選
挙
で
は
、
野
党
の
議
席
数
が
前
回
よ
り
二
倍
に
増
加
し
、
国
会
内
の
重
要
な
牽
制
勢
力
と
し
て
、
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
、
こ
の
よ
う
な
野
党
の
牽
制
を
防
ぐ
た
め
に
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
七
日
、
突
発
的
に
非
常
措
置
を
宣
布
し
、
維
新
憲
法
を
発
表
す
る
に
至

る
。
維
新
憲
法
の
内
容
に
は
、
独
裁
的
要
素
が
い
っ
ぱ
い
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
大
統
領
選
挙
を
直
接
選
挙
制
か
ら
統
一
主
体
国
民
会
議
代
議

員
た
ち
に
選
ば
れ
る
間
接
選
挙
制
へ
と
変
え
た
。
そ
し
て
国
会
議
員
の
選
挙
も
小
選
挙
区
制
か
ら
中
選
挙
区
制
へ
転
換
す
る
こ
と
で
、
与
野
党
の
候

補
が
一
緒
に
当
選
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
権
力
維
持
の
た
め
に
制
度
的
措
置
を
行
っ
た
朴
正
熙
は
、
国
民
か
ら
の
問
題

提
起
を
防
ぐ
た
め
に
、
維
新
憲
法
を
反
対
及
び
非
難
す
る
人
々
を
緊
急
措
置
と
い
う
権
限
で
、
令
状
な
し
で
逮
捕
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
政
治
体
制
を
「
維
新
体
制
」
と
い
う
。︵
張
乙
柄
「
維
新
体
制
の
登
場
」﹃
現
代
韓
国
を
揺
る
が
し
た
六
〇
大
事
件
︱
解
放
か
ら
第
五
共
和
国
ま
で

︱
﹄
東
亜
日
報
社
、
一
九
八
八
年
、
二
〇
四
頁
︱
二
〇
八
頁
。︶

�　

姜
ジ
ュ
ン
マ
ン
﹃
韓
国
現
代
史
へ
の
散
歩
︱
一
九
八
〇
年
代
編　

二
巻
︱
﹄
人
物
と
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
頁
。
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一
九
八
〇
年
五
月
一
七
日
の
非
常
戒
厳
全
国
拡
大
で
、
全
斗
煥
は
、
国
保
委
を
通
し
て
一
一
月
一
二
日
に
元
国
会
議
員

八
三
六
人
を
政
治
規
制
対
象
者
と
発
表
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
二
六
八
人
を
全
斗
煥
政
権
へ
協
力
す
る
と
い
う
前
提
で
、

救
済
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
一
年
一
月
一
五
日
に
全
斗
煥
を
中
心
と
し
た
民
主
正
義
党
を
結
成
し
、
一
月
一
七
日
と
二

三
日
に
は
、
二
六
八
人
を
中
心
に
民
主
韓
国
党
と
韓
国
国
民
党
を
つ
く
る
に
至
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
八
五
年
総
選
挙
ま

で
は
、
真
の
意
味
で
の
野
党
が
存
在
し
た
と
は
い
え
な
い
。

�　

同
書
、
二
七
九
頁
。

�　

同
書
、
二
八
五
頁
。

�　

曹
喜
昖
「
韓
国
の
民
主
主
義
の
移
行
過
程
に
関
す
る
研
究
」﹃
転
換
の
政
治
、
転
換
の
韓
国
社
会
︱
韓
国
の
政
治
変
動

と
民
主
主
義
︱
﹄
社
会
批
評
社
、
一
九
九
五
年
、
二
八
六
頁
。

�　

成
ギ
ョ
ン
リ
ュ
ン
「
韓
国
の
政
治
民
主
化
の
社
会
的
起
源
」﹃
転
換
の
政
治
、
転
換
の
韓
国
社
会
︱
韓
国
の
政
治
変
動

と
民
主
主
義
︱
﹄
社
会
批
評
社
、
一
九
九
五
年
、
二
四
六
頁
、
二
六
七
頁
。

�　
「
八
七
年
民
主
化
」
の
過
程
で
現
れ
た
民
主
化
に
関
す
る
反
体
制
内
の
穏
健
派
と
急
進
派
と
の
立
場
の
差

�　

成
ギ
ョ
ン
リ
ュ
ン
「
韓
国
の
政
治
民
主
化
の
社
会
的
起
源
」﹃
転
換
の
政
治
、
転
換
の
韓
国
社
会
︱
韓
国
の
政
治
変
動

と
民
主
主
義
︱
﹄
社
会
批
評
社
、
一
九
九
五
年
、
二
六
一
頁
。

�　

K
aren L.R

em
m

er, “N
ew

 W
ine or O

ld B
ottlenecks? The Study of Latin A

m
erican D

em
ocracy ”, C

om
parative 

Politics, Vol.23, N
o.4, 1991, pp.490.; Stephan H

aggard and R
obert R

.K
aufm

an, “The Political Econom
y of D

em
o-

cratic Transitions ”, C
om

parative Politics, Vol.29, N
o.3, 1997, p.265

．

�　

B
arrington M

oore, Social O
rigins of D

ictatorship and D
em

ocracy: Lord and Peasant in the M
aking of the 

注50

穏健派（新民党） 急進派（学生、労働、および在野勢力）

・制度的枠（国会）の中で対話を重視
・手続き的レベルまでの改革

・国会外闘争と対決を重視
・実質的レベルまでの改革を通した
　社会変革
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M
ordern W

orld, B
eacon Press, 1966, pp.5-25, 413, 419-420, 441, 467.

︵ 

宮
崎
隆
次
・
森
山
茂
徳
・
高
橋
直
樹
訳
﹃
独
裁
と
民
主
政
治
の
社
会

的
起
源
Ⅱ
︱
近
代
世
界
形
成
過
程
に
お
け
る
領
主
と
農
民
︱
﹄
岩
波
現
代
選
書
、
一
九
八
七
年
、
二
八
頁
︱
六
一
頁
、
一
二
九
頁
、
一
三
四
頁
、
一

六
一
頁
、
一
九
一
頁
。︶

ム
ー
ア
は
、
近
代
社
会
へ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
八
カ
国
の
政
治
体
制
の
変
化
を
各
国
の
歴
史
的
特
殊
性
に
着
目
し
つ
つ
、
議
会
民
主
主
義
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
、
お
よ
び
共
産
主
義
体
制
と
い
う
三
つ
の
変
化
径
路
を
制
度
的
構
造
の
及
ぼ
す
長
期
的
効
果
と
、
そ
の
中
で
現
れ
る
階
級
間
の
葛

藤
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
、
絶
対
主
義
お
よ
び
前
産
業
的
官
僚
支
配
な
ど
の
近
代
化
以
前
の

体
制
が
民
主
主
義
の
発
展
を
規
定
す
る
と
見
な
し
た
上
で
、
民
主
主
義
の
成
長
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
国
王
か
ら
独
立
し
た
貴
族
階
級
と
政
治
的
に

活
発
な
多
数
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
の
連
合
を
前
提
条
件
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

政
治
体
制
の
変
化
径
路
を
分
析
す
る
彼
の
方
法
論
を
触
れ
て
見
る
と
、
ま
ず
、
議
会
民
主
主
義
の
タ
イ
プ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

の
類
型
は
、
貴
族
階
級
が
商
業
営
利
的
農
業
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
、
領
地
に
縛
ら
れ
て
い
た
農
民
階
層
の
自
由
な
移
動
の
可
能

と
、
王
権
に
対
す
る
貴
族
階
級
の
従
属
状
態
の
緩
和
を
も
た
ら
し
、
利
害
関
係
に
お
い
て
、
都
市
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
の
共
同
体
を
形
成
す
る
よ
う
に

な
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
絶
対
主
義
の
強
化
を
企
て
る
国
王
に
対
す
る
反
発
を
大
き
く
さ
せ
、
議
会
民
主
主
義
を
成
立
さ

せ
る
重
要
な
要
因
と
し
て
作
用
す
る
。
こ
れ
を
ム
ー
ア
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
革
命
と
し
て
定
義
し
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の

場
合
、
各
々
の
歴
史
的
な
出
発
点
が
根
本
的
に
異
な
っ
た
社
会
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遅
か
れ
早
か
れ
次
々
と
こ
の
径
路
に
入
っ
た
と
い
う
。

こ
の
径
路
の
特
徴
は
、
独
自
の
経
済
的
基
盤
を
持
っ
て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
発
展
が
、
民
主
主
義
へ
の
転
換
を
妨
げ
る
要
素
を
壊
し
て
い
っ
た
故
に

革
命
が
成
功
し
、
移
行
過
程
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
役
割
が
重
要
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
比
べ
、
農
民
階
層
か
ら
の
抵
抗
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響

力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。

第
二
の
径
路
は
、
第
一
の
径
路
と
同
じ
く
貴
族
階
級
に
よ
っ
て
商
業
営
利
的
農
業
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
的
か
つ
社
会
的
手
段
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を
用
い
て
、
農
民
階
層
を
既
存
の
土
地
に
固
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
か
ら
の
革
命
的
要
素
を
封
鎖
し
た
上
で
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
上
か
ら
の
革
命
を
通
し
て
工
業
成
長
を
成
し
遂
げ
た
国
は
、
反
動
的
政
治
形
態
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
と
帰
結
し
て
し
ま
う
。
こ
の
径
路
で
現
れ
る
特

徴
と
し
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
政
治
的
力
量
が
衰
弱
で
あ
っ
た
こ
と
、
貴
族
階
級
の
推
進
力
に
よ
っ
て
急
速
な
産
業
発
展
を
達
成
し
た
こ
と
、
お
よ

び
下
か
ら
の
反
動
的
圧
力
に
備
え
る
強
力
な
官
僚
機
構
の
構
築
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
基
づ
い
て
近
代
社
会
へ
の
転
換
を

経
験
し
た
国
は
、
最
初
か
ら
不
安
定
な
類
似
民
主
主
義
体
制
を
見
せ
、
結
局
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
帰
結
し
て
し
ま
う
。

第
三
の
径
路
は
共
産
主
義
で
あ
る
。
こ
の
径
路
は
、
貴
族
階
級
が
商
業
営
利
的
農
業
へ
の
転
換
を
図
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
彼
ら
が
農
民
の
支
配
的

な
社
会
組
織
を
破
壊
し
な
か
っ
た
点
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
農
業
中
心
の
国
家
官
僚
が
商
業
お
よ
び
産
業
的
な
影
響
を
効
果
的
に
抑
制
で
き
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
弱
化
と
農
民
階
層
の
絶
対
的
な
優
位
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
近
代

社
会
へ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
彼
ら
を
最
も
大
き
な
脅
威
勢
力
と
し
て
立
た
せ
、
結
局
、
政
治
体
制
を
共
産
主
義
体
制
へ
と
導
い
て
し
ま
っ
た
と

い
う
説
明
で
あ
る
。

�　

D
ietrich R

ueschem
eyer, Evelyne H

uber Stephens and John D
.Stephens, C

apitalist D
evelopm

ent and D
em

ocracy, Polity Press, 1992, 

p.25.

︵
朴
ミ
ョ
ン
リ
ン
・
趙
チ
ャ
ン
ス
・
ク
ォ
ン
ヒ
ョ
ク
ヨ
ン
﹃
資
本
主
義
の
発
展
と
民
主
主
義
︱
民
主
主
義
の
比
較
歴
史
研
究
︱
﹄
ナ
ナ
ン
出
版
、

一
九
九
七
年
、
六
一
頁
。︶

彼
ら
は
、
ム
ー
ア
の
研
究
が
他
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
を
長
期
的
視
角
に
も
と
づ
い
て
、
考
察
す
る
が
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
事
例
に
限
っ
て
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
樹
立
し
か
取
り
扱
っ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
両
国
の
戦
後
民
主
化
が
外
国
か
ら
与
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
る

と
主
張
す
れ
ば
、
ム
ー
ア
の
反
動
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
径
路
が
迂
回
路
を
通
し
て
、
民
主
的
な
政
治
形
態
へ
変
化
す
る
潜
在
性
も
あ
り
う
る
と
批
判
す

る
。

�　

Ibid., p.5.

︵
同
書
、
二
八
頁
。︶
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�　
Ibid., pp.69-75.

︵
同
書
、
一
三
四
︱
一
四
三
頁
。︶

本
稿
で
は
、
超
国
家
的
権
力
形
態
が
民
主
化
に
及
ぼ
す
影
響
を
具
体
的
に
言
及
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ル
ー
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
他
は
、
戦
争
、
経

済
的
・
地
政
学
的
従
属
の
影
響
、
お
よ
び
超
国
家
的
な
文
化
的
流
動
な
ど
の
要
因
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
超
国
家
的
要
因
が
一
国
の
権
力
均
衡
、
あ

る
い
は
民
主
主
義
の
促
進
に
及
ぼ
す
影
響
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
超
国
家
的
要
因
も
一
国
の
構
造
的
条
件
お
よ
び
制
度
的
基
盤
に
よ
っ

て
、
そ
の
効
果
が
一
律
的
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ル
ー
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
他
の
理
論
は
、
超
国
家
的
要
因
が
民

主
化
に
及
ぼ
し
う
る
影
響
力
だ
け
を
提
示
す
る
こ
と
に
終
わ
り
、
実
際
に
民
主
主
義
を
決
定
す
る
も
の
が
利
害
関
係
に
も
と
づ
い
た
集
団
間
の
相
互

作
用
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

�　

Ibid., p.40.

︵
同
書
、
八
五
頁
︱
八
六
頁
。︶

�　

Ibid., p.7.

︵
同
書
、
三
二
頁
。︶

�　

Ibid., p.46.

︵
同
書
、
九
五
頁
。︶

�　

Ibid., p.47.

︵
同
書
、
九
六
頁
。︶

�　

馬
仁
燮
「
資
本
主
義
的
発
展
と
民
主
化
」
林
ヒ
ョ
ン
ジ
ン
・
宋
ホ
グ
ン
編
﹃
転
換
の
政
治
、
転
換
の
韓
国
社
会
︱
韓
国
の
政
治
変
動
と
民
主
主

義
︱
﹄
社
会
批
評
社
、
一
九
九
五
年
。；

林
ソ
ン
ハ
ク
「
経
済
発
展
戦
略
、
社
会
集
団
の
変
動
、
そ
し
て
民
主
化
：
韓
国
と
台
湾
の
比
較
研
究
」

﹃
延
世
社
会
科
学
研
究
﹄
第
四
巻
一
一
号
、
一
九
九
八
年
。；
朴
一
﹃
韓
国
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
化
の
苦
悩
︱
経
済
開
発
と
民
主
化
の
ジ
レ
ン
マ
︱
﹄
同
文
館

出
版
、
二
〇
〇
二
年
。；

李　

行
「
韓
国
に
お
け
る
経
済
成
長
と
民
主
化
：
資
本
主
義
発
展
国
家
の
形
成
と
解
体
」﹃
仁
済
論
叢
﹄
一
四
巻
一
号
、

一
九
九
八
年
。

�　

馬
仁
燮
「
資
本
主
義
的
発
展
と
民
主
化
」
林
ヒ
ョ
ン
ジ
ン
・
宋
ホ
グ
ン
編
﹃
転
換
の
政
治
、
転
換
の
韓
国
社
会
︱
韓
国
の
政
治
変
動
と
民
主
主
義

︱
﹄
社
会
批
評
社
、
一
九
九
五
年
、
一
六
三
頁
。
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�　

同
書
、
一
六
四
頁
︱
一
六
五
頁
。

第
一
に
七
〇
年
代
の
韓
国
の
状
況
に
お
い
て
、
軽
工
業
か
ら
重
化
学
工
業
へ
の
転
換
は
、
国
家
に
資
本
の
動
員
と
分
配
の
独
占
に
強
い
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
も
た
ら
す
。
第
二
に
重
化
学
工
業
へ
の
転
換
計
画
は
、
高
度
の
技
術
的
お
よ
び
制
度
的
管
理
能
力
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
当
時
の
韓
国
の

状
況
で
国
家
の
介
入
な
し
に
民
間
部
門
だ
け
で
担
う
こ
と
は
想
像
し
に
く
か
っ
た
。
第
三
に
莫
大
な
海
外
借
款
に
よ
る
重
化
学
工
業
計
画
は
、
特
に

資
本
の
懐
妊
期
間
も
長
い
た
め
、
そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
家
の
強
制
的
な
社
会
統
制
能
力
が
求
め
ら
れ
た
︵
主
な
対
象
は
、
労
働
者
と

学
生
︶。

�　

同
書
、
一
六
六
頁
︱
一
六
八
頁
。

�　

同
書
、
一
七
七
頁
。

経
済
自
律
化
に
よ
る
安
定
化
政
策
は
、
物
価
安
定
、
重
化
学
工
業
へ
の
過
剰
投
資
と
競
争
の
再
調
整
、
軽
工
業
と
重
工
業
の
均
衡
的
投
資
、
お
よ

び
貿
易
と
金
融
自
律
化
を
通
し
た
商
品
競
争
力
の
増
進
と
い
う
具
体
的
な
内
容
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
国
家
介
入
の
縮
小
と
市
場
機
能
の
増
進
が

主
な
目
的
で
あ
っ
た
。

�　

李　

行
「
韓
国
に
お
け
る
経
済
成
長
と
民
主
化
：
資
本
主
義
発
展
国
家
の
形
成
と
解
体
」﹃
仁
済
論
叢
﹄
一
四
巻
一
号
、
一
九
九
八
年
、
四
〇
二

頁
。

�　

一
九
八
〇
年
代
の
労
働
運
動
の
環
境
変
化
に
は
、
主
に
一
九
八
〇
年
の
爆
発
的
な
労
働
運
動
の
経
験
、
経
済
安
定
化
と
成
長
の
た
め
の
国
家
戦
略

の
両
面
性
︵
労
働
統
制
と
経
済
自
律
化
︶、
自
動
車
・
電
子
部
門
な
ど
の
産
業
構
造
の
高
度
化
に
よ
る
労
働
需
要
の
増
大
、
お
よ
び
学
生
勢
力
の
労

働
運
動
へ
の
浸
透
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

�　

馬
仁
燮
「
資
本
主
義
的
発
展
と
民
主
化
」
林
ヒ
ョ
ン
ジ
ン
・
宋
ホ
グ
ン
編
﹃
転
換
の
政
治
、
転
換
の
韓
国
社
会
︱
韓
国
の
政
治
変
動
と
民
主
主
義

︱
﹄
社
会
批
評
社
、
一
九
九
五
年
、
一
八
三
頁
。
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�　

姜
ジ
ュ
ン
マ
ン
﹃
韓
国
現
代
史
へ
の
散
歩
︱
一
九
八
〇
年
代
編　

二
巻
︱
﹄
人
物
と
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
、

二
三
七
頁
。

�　

Stephan H
aggard and R

obert R
.K

aufm
an, “The Political Econom

y of D
em

ocratic Transitions ”, C
om

-

parative Politics, Vol.29, N
o.3, 1997, pp.266-267.

�　

Ibid., p.267.

�　

Ibid., p.268. 

�　

Ibid., p.268.

�　

Ibid., p.268.

�　

ハ
ガ
ー
ド
と
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
韓
国
の
例
を
取
り
上
げ
、
必
ず
し
も
良
い
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
政
治

的
抵
抗
運
動
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
は
い
え
な
い
と
説
明
す
る
。

�　

Ibid., pp.268-269.

�　

尹
ソ
ン
ソ
ク
「
韓
国
の
権
威
主
義
退
陣
の
政
治
経
済
」﹃
湖
南
政
治
学
会
報
﹄
第
一
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
〇
三
頁
︱
一
〇
四
頁
。

�　

同
上
、
一
〇
四
頁
︱
一
〇
五
頁
。

�　

韓
国
に
お
け
る
主
要
経
済
指
標

　
　

出
所
：
第
五
次
～
第
六
次
経
済
開
発
五
ヵ
年
計
画
、
韓
国
銀
行
年
次
報
告
書
、
一
九
八
二
、
一
九
八
八
。

�　

同
上
、
一
〇
九
頁
。

�　

Juan J.Linz  and A
lfred Stepan, Problem

s of D
em

ocratic Transition and C
onsolidation,  John H

opkins 

注79

単位 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988
GNP 11.6 6.4 －6.2 6.4 5.4 9.3 7.0 12.9 12.8 12.2
総消費
（％） 11.0 7.4 －1.0 3.7 3.6 6.6 6.3 8.2 8.2 10.0

貿易収支
（億ドル）－17.8 －44 －43.8 －36.3 －24 －10.4 －0.2 42.1 76.6 69.0

物価（％） 12.2 23.7 42.3 11.3 2.4 1.6 0.5 －2.6 2.7 2.3
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U
niversity Press, 1996, pp.44-60 

︵
荒
井
祐
介
・
五
十
嵐
誠
一
・
上
田
太
郎
訳
﹃
民
主
化
の
理
論
︱
民
主
主
義
へ
の
移
行
と
定
着
の
課
題
︱
﹄
一
藝

社
、
二
〇
〇
五
年
、
九
九
︱
一
三
五
頁
。︶

た
と
え
上
記
の
本
と
研
究
範
囲
は
、
異
な
っ
て
い
て
も
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
枠
組
み
を
も
っ
と
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、Juan.J.Linz 

and A
lfred Stepan, The Breakdown of D

em
ocratic Regim

es: Crisis, Breakdown,and Reequilibration, John H
opkins U

niversity Press, 1978.︵
内

山
秀
夫
訳
﹃
民
主
体
制
の
崩
壊
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
。︶
も
参
考
で
き
る
。
彼
ら
は
、
同
じ
状
況
に
直
面
し
た
特
定
の
型
の
個
々
の
行
為
者

と
制
度
的
行
為
者
が
い
か
に
民
主
政
の
崩
壊
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
問
題
提
起
の
上
で
、
民
主
政
の
正
当
性
、
実
効
性
、
有
効
性
な
ど
と
の

関
係
に
基
づ
い
て
、
体
制
変
動
の
類
型
を
分
け
て
い
る
。

�　

武
田
康
裕
﹃
民
主
化
の
比
較
政
治
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
一
頁
。

�　

同
書
、
七
八
頁
︱
八
二
頁
。

武
田
は
、
体
制
移
行
の
種
類
を
「
改
革
型
」、「
転
覆
型
」、
お
よ
び
「
逃
避
型
」
と
い
う
よ
う
に
、
三
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、「
改
革
型
」

は
、
統
治
権
力
の
移
転
も
、
統
治
ル
ー
ル
の
断
絶
も
な
く
、
体
制
移
行
が
進
め
ら
れ
る
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
体
制
内
の
改
革
派
の
主
導
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
移
行
と
し
て
、
政
府
が
対
抗
勢
力
よ
り
も
強
い
状
況
の
下
で
、
体
制
内
の
改
革
派
と
反
体
制
内
の
穏
健
派
が
各
陣
営
の
中
で
、
優
位
に

立
つ
場
合
に
行
わ
れ
る
。
第
二
の
「
転
覆
型
」
は
、
統
治
権
力
の
移
転
と
統
治
ル
ー
ル
の
断
絶
が
同
時
に
行
わ
れ
る
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
反
体

制
勢
力
が
政
府
よ
り
強
力
で
あ
り
、
反
体
制
内
の
穏
健
派
が
反
体
制
内
の
急
進
派
よ
り
も
優
位
に
立
つ
場
合
に
行
わ
れ
る
。
最
後
に
第
三
の
「
逃
避

型
」
と
し
て
、
統
治
権
力
の
移
転
は
な
い
が
、
統
治
ル
ー
ル
の
断
絶
が
あ
る
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
府
と
対
抗
勢
力
の
両
方
が
取
引
と
交
渉
に

よ
る
妥
協
以
外
に
事
態
の
改
善
が
見
込
め
な
い
程
度
に
、
両
者
の
力
が
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

�　
「
制
度
と
し
て
の
軍
部
」
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
主
張
し
た
旧
専
門
職
業
主
義
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
軍
が
対
外
防
衛
業
務
に
集
中
す
る

こ
と
を
指
す
。
一
方
、「
政
府
と
し
て
の
軍
部
」
は
、
ス
テ
パ
ン
の
主
張
し
た
新
専
門
職
業
主
義
に
当
た
る
も
の
で
、
軍
が
対
内
防
衛
を
掲
げ
、
政
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治
お
よ
び
行
政
な
ど
へ
介
入
す
る
こ
と
を
指
す
。

�　

同
書
、
二
一
〇
頁
︱
二
一
一
頁
。

�　

同
書
、
九
七
頁
。

�　

同
書
、
二
一
二
頁
。

�　

同
書
、
二
一
三
頁
。




